
宮
内
公
文
書
館
に
つ
い
て

石

原

秀

樹

︵
図

書

課

長
)

は
じ
め
に

平
成
二
二
︵
二
〇
一
〇
︶
年
四
月
︑
宮
内
庁
書
陵
部
図
書
課
に
宮
内
公
文
書
館
が
設
置

さ
れ
た
︒
同
館
の
設
置
は
︑
そ
の
前
年
に
︑
国
の
公
文
書
の
管
理
に
関
す
る
基
本
的
事
項

を
定
め
る
こ
と
等
を
目
的
と
す
る
︑
公
文
書
等
の
管
理
に
関
す
る
法
律
︵
平
成
二
一
年
七

月
一
日
法
律
第
六
六
号
︒
以
下
﹁
公
文
書
管
理
法
﹂
と
い
う
︒︶
が
制
定
さ
れ
た
こ
と
を

踏
ま
え
て
︑
宮
内
庁
に
お
け
る
︑
歴
史
的
に
重
要
な
公
文
書
の
保
存
と
利
用
に
関
す
る
管

理
体
制
を
構
築
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
︒

以
下
に
︑
宮
内
公
文
書
館
の
設
置
経
緯
や
利
用
方
法
等
と
と
も
に
︑
同
館
が
所
蔵
す
る

資
料
の
概
要
を
紹
介
す
る
︒

一

宮
内
公
文
書
館
の
設
置
経
緯

(一
︶
長
期
保
存
を
要
す
る
公
文
書
の
集
中
管
理
の
伝
統

明
治
四
一
︵
一
九
〇
八
︶
年
︑
書
陵
部
の
前
身
で
あ
る
宮
内
省
図
書
寮
が
﹁
公
文
書
類

ノ
編
纂
及
保
管
ニ
関
ス
ル
事
項
﹂
を
所
掌
す
る
こ
と
と
な
り(�

)
︑
宮
内
省
の
各
部
局
が
整
理

し
た
公
文
書
類
は
す
べ
て
図
書
寮
に
引
き
渡
す
べ
き
こ
と
が
定
め
ら
れ
た(�

)
︒
以
来
︑
宮
内

省
・
宮
内
府
・
宮
内
庁
の
各
部
局
の
公
文
書
は
︑
長
期
保
存
を
要
し
な
い
も
の
を
除
き
︑

一
定
期
間
経
過
後
は
図
書
寮
・
書
陵
部
に
引
き
継
ぐ
体
制
が
一
貫
し
て
と
ら
れ
て
き
た(�

)
︒

(二
︶
公
文
書
と
図
書
︵
古
典
籍
︶
と
の
一
体
的
管
理
の
時
代

右
記
の
よ
う
に
し
て
書
陵
部
に
引
き
継
が
れ
た
公
文
書
は
︑
勅
撰
集
︑
物
語
︑
漢
籍
︑

宸
筆
︑
御
日
記
等
の
皇
室
ゆ
か
り
の
図
書
︵
い
わ
ゆ
る
古
典
籍
︶
と
と
も
に
図
書
課
の
書

庫
に
収
納
さ
れ
︑
恒
久
的
な
保
存
を
主
眼
に
管
理
さ
れ
て
き
た
︒
こ
の
た
め
︑
平
成
一
二

年
度
末
以
前
は
︑
図
書
︑
公
文
書
と
も
に
︑
閲
覧
︑
複
写
等
の
方
法
に
よ
っ
て
利
用
で
き

る
の
は
︑
宮
内
庁
職
員
を
除
け
ば
︑
慣
例
上
︑
公
的
機
関
に
所
属
す
る
者
や
研
究
者
等
の
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み
に
限
ら
れ
て
い
た(�

)
︒
し
か
も
︑
図
書
に
つ
い
て
は
︑﹃
和
漢
図
書
分
類
目
録(�

)
﹄
等
の
目

録
が
公
開
さ
れ
て
い
た
も
の
の
︑
公
文
書
に
つ
い
て
は
︑
公
開
さ
れ
た
目
録
も
な
い
状
態

で
あ
っ
た
︒

平
成
一
一
年
︑
宮
内
庁
を
含
む
国
の
行
政
機
関
が
保
有
す
る
文
書
の
う
ち
︑
現
用
の
公

文
書
︵
行
政
文
書
︶
に
つ
い
て
国
民
に
開
示
請
求
権
を
付
与
す
る
︑
行
政
機
関
の
保
有
す

る
情
報
の
公
開
に
関
す
る
法
律
︵
平
成
一
一
年
五
月
一
四
日
法
律
第
四
二
号
︒
以
下
﹁
情

報
公
開
法
﹂
と
い
う
︒︶
が
制
定
さ
れ
た
︒
同
法
は
︑
保
存
期
間
が
満
了
し
て
公
文
書
館

等
に
移
管
さ
れ
た
公
文
書
に
つ
い
て
は
︑
行
政
文
書
の
定
義
の
範
囲
の
外
に
置
く
こ
と
に

よ
っ
て
︑
開
示
請
求
権
の
対
象
か
ら
除
外
し
て
い
た(�

)
︒
こ
れ
は
︑
国
の
行
政
機
関
に
属
す

る
公
文
書
館
︑
博
物
館
︑
美
術
館
等
が
保
有
す
る
歴
史
的
若
し
く
は
文
化
的
な
資
料
又
は

学
術
研
究
用
の
資
料
︵
以
下
﹁
歴
史
的
資
料
﹂
と
い
う
︒︶
に
つ
い
て
は
︑﹁
貴
重
資
料
の

保
存
︑
学
術
研
究
へ
の
寄
与
等
の
観
点
か
ら
︑
そ
れ
ぞ
れ
定
め
ら
れ
た
開
示
範
囲
︑
手
続

等
の
基
準
に
従
っ
た
利
用
に
ゆ
だ
ね
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
﹂
と
の
判
断
か
ら
︑﹁
部
外

利
用
を
前
提
と
し
た
上
で
⁝
⁝
内
容
︑
所
在
を
明
ら
か
に
す
る
目
録
を
作
成
︑
公
開
す
る
︑

そ
し
て
部
外
者
の
閲
覧
等
利
用
に
関
す
る
手
続
を
作
成
︑
公
開
す
る
﹂
と
い
っ
た
明
確
な

基
準
に
よ
っ
て
︑
開
示
請
求
権
制
度
の
対
象
で
あ
る
行
政
文
書
か
ら
除
外
す
る
と
い
う
考

え
方
に
立
脚
し
た
も
の
で
あ
っ
た(�

)
︒

宮
内
庁
書
陵
部
も
︑
こ
の
情
報
公
開
法
の
考
え
方
に
沿
っ
て
︑
図
書
課
が
管
理
す
る
図

書
と
公
文
書
の
取
扱
い
を
整
え
る
こ
と
と
し
︑
平
成
一
三
年
三
月
に
は
︑
一
般
か
ら
の
利

用
の
申
し
出
の
手
続
や
︑
原
本
の
破
損
・
汚
損
の
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
や
公
に
す
る
慣
行

の
な
い
個
人
情
報
等
が
記
録
さ
れ
て
い
る
場
合
等
例
外
的
に
利
用
を
制
限
す
る
事
由
を
定

め
た
︑
書
陵
部
所
蔵
資
料
一
般
利
用
規
則
を
制
定
し
た(�

)
︒
こ
の
一
般
利
用
規
則
は
︑
先
に

触
れ
た
﹃
和
漢
図
書
分
類
目
録
﹄
等
の
既
存
の
図
書
の
目
録
及
び
新
た
に
整
備
し
た
公
文

書
の
目
録
で
あ
る
﹁
歴
史
的
資
料
フ
ァ
イ
ル
﹂
と
と
も
に
︑
書
陵
部
庁
舎
内
に
あ
る
閲
覧

室
に
備
え
付
け
る
な
ど
し
て
︑
一
般
の
閲
覧
に
供
す
る
こ
と
に
し
た(�

)
︒

こ
れ
ら
の
諸
整
備
を
進
め
た
宮
内
庁
書
陵
部
は
︑
情
報
公
開
法
の
施
行
日
で
あ
る
平
成

一
三
年
四
月
一
日
に(

)
︑
総
務
大
臣
か
ら
︑
行
政
機
関
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
に
関
す
る

10

法
律
施
行
令
︵
平
成
一
二
年
二
月
一
六
日
政
令
第
四
一
号
︒
以
下
﹁
情
報
公
開
法
施
行

令
﹂
と
い
う
︒︶
の
規
定(

)
に
基
づ
い
て
︑
保
有
す
る
歴
史
的
資
料
に
つ
い
て
適
切
な
管
理

11

を
行
う
機
関
と
し
て
指
定
を
受
け
た(

)
︒

12

以
後
︑
書
陵
部
は
︑
図
書
課
が
管
理
す
る
図
書
及
び
公
文
書
合
わ
せ
て
四
〇
万
点
を
超

え
る
資
料
に
つ
い
て
︑
所
属
・
資
格
等
を
問
う
こ
と
な
く
一
般
の
利
用
に
供
し
始
め
た
︒

し
か
し
︑
こ
の
段
階
で
は
︑
国
民
に
は
︑
書
陵
部
が
所
蔵
す
る
資
料
に
つ
い
て
は
︑
そ

れ
が
図
書
で
あ
れ
公
文
書
で
あ
れ
︑
そ
の
利
用
に
つ
い
て
情
報
公
開
法
等
の
法
律
に
基
づ

く
請
求
権
が
付
与
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
︒
国
民
は
︑
利
用
を
希
望
す
る
旨
申
し
出
る
こ

と
に
よ
っ
て
宮
内
庁
か
ら
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
受
け
︑
閲
覧
や
写
し
の
取
得
の
便
宜

を
享
受
で
き
る
に
過
ぎ
な
か
っ
た
︒
こ
の
た
め
︑
国
民
の
側
か
ら
す
れ
ば
︑
書
陵
部
が
︑

所
蔵
す
る
文
書
一
つ
一
つ
を
図
書
に
分
類
す
る
か
公
文
書
に
分
類
す
る
か
と
い
う
こ
と
に

法
的
な
意
義
は
な
く
︑
図
書
と
公
文
書
の
二
つ
の
範
疇
の
区
分
に
厳
密
性
を
求
め
る
こ
と

に
は
特
段
の
実
益
も
な
か
っ
た
︒

(三
︶
公
文
書
管
理
法
に
よ
り
求
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
図
書
と
公
文
書
と
の
峻
別

平
成
二
一
年
七
月
一
日
︑
公
文
書
管
理
法
が
公
布
さ
れ
た
︒
同
法
は
︑
そ
の
目
的
と
し

て
﹁
公
文
書
等
が
︑
健
全
な
民
主
主
義
の
根
幹
を
支
え
る
国
民
共
有
の
知
的
資
源
と
し
て
︑

主
権
者
で
あ
る
国
民
が
主
体
的
に
利
用
し
得
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
か
ん
が
み
︑
⁝
⁝
歴

史
公
文
書
等
の
適
切
な
保
存
及
び
利
用
等
を
図
り
︑
も
っ
て
行
政
が
適
正
か
つ
効
率
的
に
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運
営
さ
れ
る
よ
う
に
す
る
と
と
も
に
︑
国
及
び
独
立
行
政
法
人
等
の
⁝
⁝
諸
活
動
を
現
在

及
び
将
来
の
国
民
に
説
明
す
る
責
務
が
全
う
さ
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
﹂
を
謳
い(

)
︑﹁
国

13

立
公
文
書
館
等(

)
﹂
が
保
有
す
る
歴
史
資
料
と
し
て
重
要
な
公
文
書
︵
以
下
﹁
特
定
歴
史
公

14

文
書
等(

)
﹂
と
い
う
︒︶
に
つ
い
て
︑
国
民
に
利
用
請
求
権
を
付
与
す
る
こ
と(

)
を
主
柱
の
一

15

16

つ
と
す
る(

)
文
書
管
理
法
制
を
確
立
す
る
こ
と(

)
を
内
容
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た(

)
︒

17

18

19

こ
こ
に
お
い
て
︑
書
陵
部
が
所
蔵
す
る
資
料
に
つ
い
て
も
︑
従
来
の
漠
然
と
し
た
図
書

と
公
文
書
と
の
区
分
で
は
な
く
︑
公
文
書
管
理
法
の
目
的
に
照
ら
し
て
︑
特
定
歴
史
公
文

書
等
と
し
て
管
理
す
る
こ
と
が
適
当
な
も
の
と
︑
そ
れ
以
外
の
も
の
と
に
厳
格
に
仕
切
り

を
分
け
る
必
要
が
生
じ
た
︒
な
ぜ
な
ら
︑
特
定
歴
史
公
文
書
等
と
し
て
管
理
さ
れ
る
も
の

に
つ
い
て
は
︑
宮
内
庁
長
官
は
︑
国
民
か
ら
利
用
請
求
が
あ
れ
ば
︑
公
文
書
管
理
法
が
定

め
る
利
用
制
限
事
由
に
該
当
し
な
い
限
り
利
用
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
法
的
義
務
を
負

う
こ
と
に
な
る
の
に
対
し
︑
特
定
歴
史
公
文
書
等
以
外
の
資
料
に
つ
い
て
は
︑
そ
の
よ
う

な
法
的
義
務
が
生
ぜ
ず
︑
国
民
と
の
間
に
は
︑
従
来
ど
お
り
の
︑
行
政
サ
ー
ビ
ス
と
し
て

の
利
用
提
供
・
享
受
の
関
係
し
か
成
立
し
な
い
た
め
で
あ
る
︒

特
定
歴
史
公
文
書
等
の
利
用
請
求
を
受
け
た
宮
内
庁
側
の
利
用
さ
せ
る
・
さ
せ
な
い
と

い
う
対
応
に
は
︑
い
わ
ゆ
る
処
分
性
が
認
め
ら
れ
︑
利
用
請
求
者
は
︑
宮
内
庁
の
対
応
に

不
服
が
あ
る
場
合
︑
宮
内
庁
長
官
に
対
し
︑
異
議
申
立
て
を
行
っ
た
り(

)
︑
利
用
制
限
の
取

20

消
し
等
を
求
め
て
裁
判
所
に
訴
訟
を
提
起
し
た
り
す
る(

)
こ
と
が
で
き
る(

)
︒
こ
れ
に
対
し
︑

21

22

特
定
歴
史
公
文
書
等
以
外
の
資
料
の
利
用
を
求
め
る
者
に
は
︑
そ
の
よ
う
な
法
的
救
済
手

段
が
な
い
の
で
あ
る
か
ら
︑
利
用
者
で
あ
る
国
民
に
と
っ
て
︑
利
用
し
た
い
文
書
が
︑
特

定
歴
史
公
文
書
等
な
の
か
︑
そ
れ
と
も
︑
そ
の
他
の
資
料
な
の
か
と
い
う
区
分
の
法
的
意

義
は
大
き
い
︒

こ
の
た
め
︑
書
陵
部
で
は
︑
公
文
書
管
理
法
の
施
行
に
備
え
て
︑
図
書
課
が
管
理
す
る

従
来
の
図
書
及
び
公
文
書
に
つ
い
て
︑
そ
の
一
点
一
点
が
︑
同
法
の
目
的
に
照
ら
し
て
特

定
歴
史
公
文
書
等
と
し
て
管
理
さ
れ
る
べ
き
も
の
か
ど
う
か
を
確
認
す
る
作
業
を
行
っ
た
︒

(四
︶
宮
内
公
文
書
館
及
び
図
書
寮
文
庫
の
設
置

さ
ら
に
︑
こ
の
際
注
意
を
要
し
た
の
は
︑
公
文
書
管
理
法
に
は
︑
経
過
規
定
と
し
て
︑

同
法
施
行
の
際
現
に
﹁
国
立
公
文
書
館
等
﹂
が
保
存
す
る
﹁
歴
史
公
文
書
等
﹂
は
︑
国
民

の
利
用
請
求
権
の
対
象
と
な
る
特
定
歴
史
公
文
書
等
と
み
な
す
旨
を
定
め
た
附
則
第
二
条

が
置
か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
っ
た
︒
こ
の
規
定
に
い
う
﹁
歴
史
公
文
書
等
﹂
と
は
︑
同
法

第
二
条
第
六
項
に
﹁
歴
史
資
料
と
し
て
重
要
な
公
文
書
そ
の
他
の
文
書
﹂
と
定
義
さ
れ
て

い
る
だ
け
で
あ
る
た
め
︑﹁
公
文
書
﹂
と
い
う
言
葉
で
一
般
に
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
︑
役
所

で
作
成
さ
れ
た
文
書
以
外
の
も
の
で
も
︑
様
々
な
資
料
が
こ
れ
に
該
当
す
る
こ
と
に
な
る
︒

こ
の
た
め
︑
仮
に
書
陵
部
が
そ
の
ま
ま
公
文
書
管
理
法
に
い
う
﹁
国
立
公
文
書
館
等
﹂
に

該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
︑
同
法
施
行
時
に
お
い
て
図
書
課
が
管
理
す
る
図
書
も
公

文
書
も
︑
個
々
の
文
書
が
そ
の
性
格
上
﹁
特
定
歴
史
公
文
書
等
﹂
と
し
て
管
理
す
べ
き
も

の
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
に
関
係
な
く
︑
す
べ
て
特
定
歴
史
公
文
書
等
と
み
な
さ
れ
て
し

ま
う
こ
と
に
な
る
︒
例
え
ば
︑
室
町
時
代
に
書
写
さ
れ
た
勅
撰
和
歌
集
の
写
本
が
︑
公
文

書
管
理
法
上
﹁
特
定
歴
史
公
文
書
等
﹂
に
な
っ
て
し
ま
い
︑
国
民
が
そ
れ
を
閲
覧
し
よ
う

と
し
て
宮
内
庁
長
官
に
対
し
て
同
法
上
の
利
用
請
求
権
を
行
使
し
た
場
合
に
は
︑
宮
内
庁

長
官
は
利
用
決
定
と
い
う
行
政
処
分
を
行
っ
て
︑
請
求
者
に
閲
覧
を
許
可
す
る
と
い
う
︑

古
典
籍
の
閲
覧
に
不
相
応
な
手
続
を
行
う
必
要
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
︒

そ
こ
で
︑
宮
内
庁
は
︑
書
陵
部
図
書
課
に
︑
特
定
歴
史
公
文
書
等
を
管
理
す
る
施
設
と
︑

そ
の
他
の
資
料
︵
古
典
籍
に
代
表
さ
れ
る
も
の
︒︶
を
管
理
す
る
施
設
の
二
つ
の
施
設
を

設
置
し
︑
前
者
に
は
︑
公
文
書
管
理
法
に
い
う
﹁
国
立
公
文
書
館
等
﹂
に
該
当
す
る
に
ふ
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さ
わ
し
い
機
能
を
備
え
さ
え
︑
後
者
に
は
︑
そ
の
他
の
資
料
に
つ
い
て
︑
同
法
第
二
条
第

四
項
第
三
号
に
い
う
﹁
歴
史
的
若
し
く
は
文
化
的
な
資
料
又
は
学
術
研
究
用
の
資
料
と
し

て
特
別
の
管
理
﹂
を
行
う
機
能
を
備
え
さ
せ
る
こ
と
と
し
た
︒
前
者
は
﹁
宮
内
公
文
書

館
﹂
と
し
て
︑
後
者
は
﹁
図
書
寮
文
庫
﹂
と
し
て
︑
共
に
平
成
二
二
年
四
月
一
日
に
設
置

さ
れ
た(

)
︒

23

そ
し
て
︑
公
文
書
管
理
法
が
施
行
さ
れ
た
平
成
二
三
年
四
月
一
日(

)
︑
宮
内
公
文
書
館
は
︑

24

宮
内
庁
長
官
か
ら
︑
公
文
書
等
の
管
理
に
関
す
る
法
律
施
行
令
︵
平
成
二
二
年
一
二
月
二

二
日
政
令
第
二
五
〇
号
︒
以
下
﹁
公
文
書
管
理
法
施
行
令
﹂
と
い
う
︒︶
の
規
定
に
基
づ

い
て(

)
︑
特
定
歴
史
公
文
書
等
の
管
理
を
行
う
施
設
と
し
て
指
定
を
受
け
る
こ
と
に
よ
っ
て(

)
︑

25

26

同
法
に
い
う
国
立
公
文
書
館
等
と
な
っ
た(

)
︒

27

こ
れ
と
並
行
し
て
︑
同
日
︑
図
書
寮
文
庫
は
︑
内
閣
総
理
大
臣
か
ら
︑
同
施
行
令
の
規

定
に
基
づ
い
て(

)
︑
保
有
す
る
歴
史
的
資
料
に
つ
い
て
適
切
な
管
理
を
行
う
施
設(

)
と
し
て
指

28

29

定
を
受
け
た(

)
︒

30

ち
な
み
に
︑
公
文
書
管
理
法
施
行
時
点
に
お
い
て
︑
国
の
行
政
機
関
が
保
有
し
て
い
た

歴
史
資
料
と
し
て
重
要
な
公
文
書
の
移
管
先
と
な
る
国
立
公
文
書
館
等
と
し
て
は
︑
独
立

行
政
法
人
国
立
公
文
書
館
の
設
置
す
る
公
文
書
館(

)
及
び
宮
内
公
文
書
館
の
ほ
か
︑
外
務
省

31

大
臣
官
房
総
務
課
に
置
か
れ
た
外
交
史
料
館
が
あ
る(

)
︒

32

こ
の
間
に
進
め
ら
れ
て
い
た
先
述
の
特
定
歴
史
公
文
書
等
と
し
て
管
理
さ
れ
る
べ
き
文

書
︵
す
な
わ
ち
︑
宮
内
公
文
書
館
が
管
理
す
べ
き
文
書
︶
と
そ
の
他
の
資
料
︵
す
な
わ
ち

図
書
寮
文
庫
が
管
理
す
べ
き
資
料
︶
の
確
認
分
別
作
業
の
結
果
︑
従
来
図
書
に
分
類
さ
れ

て
い
た
文
書
の
う
ち
︑
臨
時
帝
室
編
修
局
が
﹃
明
治
天
皇
紀
﹄
編
修
と
い
う
事
業
の
用
に

供
す
る
目
的
で
関
係
者
か
ら
原
本
を
借
り
受
け
書
写
す
る
な
ど
し
て
作
成
し
た
︑
明
治
政

府
要
人
の
意
見
書
︑
書
簡
︑
側
近
奉
仕
者
の
日
記
︑
出
版
物
等
の
写
し
等
を
始
め
と
す
る

二
万
二
千
点
弱
の
文
書
を
︑
宮
内
公
文
書
館
が
管
理
す
べ
き
文
書
に
加
え
る
こ
と
と
し
た
︒

こ
れ
と
は
逆
に
︑
従
来
公
文
書
に
分
類
さ
れ
て
い
た
文
書
で
図
書
寮
文
庫
の
管
理
に
移
し

た
も
の
は
な
か
っ
た
︒

公
文
書
管
理
法
施
行
の
時
点
に
お
い
て
宮
内
公
文
書
館
が
管
理
す
る
特
定
歴
史
公
文
書

等
の
数
は
約
八
万
点
︑
図
書
寮
文
庫
が
管
理
す
る
資
料
は
約
三
九
万
点
と
な
っ
た
︒

二

宮
内
公
文
書
館
が
管
理
す
る
特
定
歴
史
公
文
書
等
の
利
用
方
法

宮
内
公
文
書
館
が
所
蔵
す
る
特
定
歴
史
公
文
書
等
の
利
用
方
法
に
つ
い
て
は
︑
宮
内
公

文
書
館
利
用
等
規
則
︵
平
成
二
三
年
四
月
一
日
宮
内
庁
訓
令
第
四
号(

)
︶
及
び
宮
内
公
文
書

33

館
利
用
細
則
︵
平
成
二
三
年
四
月
一
日
宮
内
庁
長
官
決
定(

)
︶
が
詳
細
な
定
め
を
置
い
て
い

34

る
︒一

般
の
利
用
の
た
め
の
手
続
は
︑︵
一
︶
公
文
書
管
理
法
に
よ
っ
て
付
与
さ
れ
た
利
用

請
求
権
を
行
使
す
る
手
続
と
︑︵
二
︶
行
政
サ
ー
ビ
ス
と
し
て
の
簡
便
な
方
法
に
よ
る
利

用
手
続
と
の
二
つ
に
大
別
さ
れ
る
︒

(一
︶
利
用
請
求
権
を
行
使
す
る
手
続

利
用
請
求
権
を
行
使
す
る
利
用
の
方
法
に
は
︑
閲
覧
︑
写
し
の
交
付
を
受
け
る
方
法
等

が
あ
る(

)
︒

35

公
文
書
管
理
法
は
︑
国
立
公
文
書
館
等
に
対
し
︑
特
定
歴
史
公
文
書
等
の
目
録
の
作
成

と
公
表
を
義
務
づ
け
て
お
り(

)
︑
宮
内
公
文
書
館
も
︑﹁
宮
内
公
文
書
館
特
定
歴
史
公
文
書

36

等
目
録
﹂
を
書
陵
部
庁
舎
内
に
設
置
さ
れ
た
閲
覧
室
に
備
え
付
け
る
と
と
も
に
︑
宮
内
庁

（ 44 ）



ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て
公
表
し
て
い
る(

)
︒
利
用
希
望
者
は
︑
目
録
の
記
載
に
従
っ
て

37

利
用
を
希
望
す
る
特
定
歴
史
公
文
書
等
を
特
定
し
た
宮
内
庁
長
官
あ
て
の
利
用
請
求
書
を
︑

郵
送
又
は
閲
覧
室
に
お
い
て
直
接
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
︑
利
用
請
求
を
行
う(

)
︒

38

宮
内
庁
長
官
は
︑
国
立
公
文
書
館
等
の
長(

)
と
し
て
︑
利
用
請
求
さ
れ
た
特
定
歴
史
公
文

39

書
等
に
つ
い
て
︑
公
に
す
る
慣
行
の
な
い
個
人
情
報
が
記
録
さ
れ
て
い
た
り
︑
原
本
を
利

用
に
供
す
る
こ
と
に
よ
り
当
該
原
本
の
破
損
・
汚
損
を
生
じ
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
等
を

除
き
︑
利
用
を
許
可
す
る
決
定
を
行
う(

)
︒

40

一
︵
三
︶
で
触
れ
た
と
お
り
︑
こ
の
宮
内
庁
長
官
の
決
定
は
︑
い
わ
ゆ
る
行
政
処
分
に

該
当
し
︑
こ
の
決
定
に
不
服
が
あ
る
場
合
は
︑
宮
内
庁
長
官
に
対
し
て
︑
行
政
不
服
審
査

法
︵
昭
和
三
七
年
九
月
一
五
日
法
律
第
一
六
〇
号
︶
に
よ
る
異
議
申
立
て
を
す
る
こ
と
が

で
き
る
ほ
か(

)
︑
行
政
事
件
訴
訟
法
︵
昭
和
三
七
年
五
月
一
六
日
法
律
第
一
三
九
号
︶
が
定

41

め
る
手
続
に
従
っ
て
︑
決
定
の
取
消
し
等
を
求
め
る
訴
訟
を
提
起
す
る
こ
と
も
で
き
る
︒

異
議
申
立
て
を
受
け
た
場
合
︑
宮
内
庁
長
官
は
︑
一
定
の
場
合
を
除
き
︑
内
閣
府
に
設
置

さ
れ
た
公
文
書
管
理
委
員
会(

)
に
諮
問
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い(

)
︒

42

43

利
用
請
求
者
は
︑
宮
内
庁
長
官
の
利
用
決
定
が
あ
っ
た
特
定
歴
史
公
文
書
等
を
利
用
す

る
に
当
た
っ
て
は
︑
単
に
閲
覧
の
み
を
行
う
の
で
あ
れ
ば
手
数
料
を
負
担
す
る
必
要
は
な

い
が(

)
︑
写
し
の
交
付
を
受
け
る
場
合
に
は
︑
所
定
の
手
数
料
を
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い(

)
︒

44

45

宮
内
公
文
書
館
は
︑
閲
覧
の
一
形
態
と
し
て
︑
利
用
者
が
︑
持
参
し
た
カ
メ
ラ
で
閲
覧

中
の
特
定
歴
史
公
文
書
等
を
自
ら
撮
影
す
る
こ
と
も
認
め
て
い
る(

)
︒

46

(二
︶
行
政
サ
ー
ビ
ス
と
し
て
の
簡
便
な
方
法
に
よ
る
利
用
手
続

公
文
書
管
理
法
は
︑
国
立
公
文
書
館
等
に
対
し
︑
特
定
歴
史
公
文
書
等
に
つ
い
て
︑
積

極
的
に
一
般
の
利
用
に
供
す
る
よ
う
努
力
義
務
を
課
し
て
い
る(

)
︒
宮
内
公
文
書
館
は
︑

47

﹁
宮
内
公
文
書
館
特
定
歴
史
公
文
書
等
目
録
﹂
に
﹁
利
用
不
可
﹂
又
は
﹁
要
審
査
﹂
と
記

し
て
あ
る
も
の
以
外
の
特
定
歴
史
公
文
書
等
に
つ
い
て
は
︑
利
用
請
求
の
手
続
に
よ
る
こ

と
な
く
よ
り
簡
便
な
方
法
で
利
用
す
る
こ
と
を
認
め
て
い
る(

)
︒

48

閲
覧
に
つ
い
て
は
︑
閲
覧
室
の
受
付
に
簡
易
閲
覧
申
込
書
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
︑

原
則
と
し
て
当
日
中
に
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
る(

)
︒

49

写
し
の
取
得
に
つ
い
て
も
︑
持
参
し
た
カ
メ
ラ
に
よ
り
自
ら
閲
覧
中
の
文
書
の
撮
影
を

行
う
方
法(

)
の
ほ
か
︑
書
陵
部
庁
舎
内
に
設
置
さ
れ
た
有
料
マ
イ
ク
ロ
リ
ー
ダ
ー
プ
リ
ン
タ

50

ー
や
有
料
電
子
複
写
機
︵
原
本
保
護
の
観
点
か
ら
︑
原
本
を
複
写
す
る
こ
と
は
認
め
て
お

ら
ず
︑
原
本
の
複
製
物
の
複
写
の
た
め
の
み
利
用
可
︒︶
を
利
用
し
て
︑
閲
覧
中
の
文
書

の
写
し
を
作
成
し
た
り(

)
︑
写
真
複
製
等
の
︑
よ
り
高
品
位
の
写
し
を
希
望
す
る
場
合
に
は
︑

51

特
別
複
写
申
込
書
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
︑
館
の
指
示
に
従
っ
て
︑
専
門
の
業
者
に
対

価
を
支
払
っ
て
複
写
物
を
作
成
さ
せ
た
り
す
る
こ
と
も
で
き
る(

)
︒

52

三

公
文
書
管
理
法
施
行
後
の
利
用
状
況

公
文
書
管
理
法
施
行
初
年
度
で
あ
る
平
成
二
三
︵
二
〇
一
一
︶
年
度
一
年
間
に
あ
っ
た

利
用
請
求
件
数
は
︑
二
四
六
四
件
で
あ
り
︑
同
期
間
内
に
二
〇
七
五
件
の
利
用
決
定
を
行

い
︑
そ
の
う
ち
一
九
二
〇
件
の
利
用
が
終
了
し
た
︒

同
じ
期
間
内
に
あ
っ
た
行
政
サ
ー
ビ
ス
と
し
て
の
簡
便
な
利
用
手
続
に
よ
る
利
用
件
数

は
︑
六
七
三
件
で
あ
っ
た
︒

従
来
︑
書
陵
部
庁
舎
に
は
︑
一
般
来
訪
者
の
た
め
の
閲
覧
室
が
一
つ
し
か
な
く
︑
そ
れ

を
図
書
寮
文
庫
と
宮
内
公
文
書
館
と
が
共
用
し
て
い
た
が
︑
平
成
二
三
年
四
月
の
公
文
書

（ 45 ）



管
理
法
施
行
を
機
に
︑
庁
舎
内
に
宮
内
公
文
書
館
専
用
の
閲
覧
室
︵
六
席
︶
を
新
た
に
開

設
し
た
︒

平
成
二
三
年
度
一
年
間
に
︑
閲
覧
等
の
目
的
で
宮
内
公
文
書
館
の
閲
覧
室
を
利
用
し
た

人
の
数
は
︑
延
べ
三
六
六
名
で
あ
っ
た
︒

平
成
二
三
年
秋
︑
研
究
者
等
の
招
待
者
を
対
象
と
し
た
書
陵
部
特
別
展
﹁
皇
室
と
御
修

学
﹂︵
会
期
は
一
〇
月
一
三
日
か
ら
一
〇
月
一
九
日
ま
で
の
七
日
間
︶
に
︑
宮
内
公
文
書

館
か
ら
﹁
角
筆
記(

)
﹂︑﹁
禁
中
御
講
釈
始
会
図(

)
﹂︑﹁
儀
式
祭
典
録(

)
﹂︑﹁
皇
室
令
録(

)
﹂︑﹁
君
徳

53

54

55

56

培
養
之
事(

)
﹂︑﹁
参
考
史
料
雑
纂(

)
﹂︑﹁
帝
室
例
規
類
纂(

)
﹂︑﹁
侍
講
日
記(

)
﹂︑﹁
小
笠
原
子
爵
家

57

58

59

60

文
書(

)
﹂︑﹁
行
啓
録(

)
﹂
及
び
﹁
皇
太
子
殿
下
欧
米
御
巡
遊
録(

)
﹂
を
出
陳
し
た(

)
︒
同
展
に
は
︑

61

62

63

64

約
一
六
〇
〇
人
の
入
場
者
が
あ
っ
た
︒

ち
な
み
に
︑
公
文
書
管
理
法
施
行
前
の
こ
と
で
は
あ
る
が
︑
平
成
二
二
年
秋
︑
皇
居
内

の
三
の
丸
尚
蔵
館
の
展
示
施
設
を
使
っ
て
︑
特
別
展
﹁
皇
室
の
文
庫

書
陵
部
の
名
品
﹂

︵
会
期
は
九
月
一
八
日
か
ら
一
〇
月
一
七
日
ま
で
の
三
〇
日
間
︶
が
開
催
さ
れ
た
︒
宮
内

公
文
書
館
は
同
展
に
︑﹁
土
地
建
物
録(

)
﹂︑﹁
帝
国
議
会
録(

)
﹂︑﹁
幸
啓
録(

)
﹂︑﹁
儀
式
録(

)
﹂︑

65

66

67

68

﹁
帝
室
例
規
類
纂(

)
﹂
及
び
﹁
御
即
位
図(

)
﹂
を
出
陳
し
た(

)
︒
同
展
に
は
︑
七
万
五
千
人
超
の

69

70

71

入
場
者
が
あ
っ
た
︒

四

宮
内
公
文
書
館
が
所
蔵
す
る
特
定
歴
史
公
文
書
等
の
概
要

宮
内
公
文
書
館
が
所
蔵
す
る
特
定
歴
史
公
文
書
等
は
︑
明
治
か
ら
平
成
に
至
る
皇
室
の

御
活
動
に
奉
仕
し
て
き
た
宮
内
省
︑
宮
内
府
︑
宮
内
庁
等
の
皇
室
関
係
機
関
に
保
存
さ
れ

て
き
た
一
大
文
書
群
で
あ
る
︒
こ
の
た
め
︑
明
治
以
降
︑
皇
室
が
我
が
国
に
お
い
て
果
た

さ
れ
て
き
た
様
々
な
お
役
割
り
に
着
目
し
て
関
係
す
る
文
書
を
分
類
し
て
み
る
こ
と
が
︑

文
書
群
の
全
容
を
概
観
す
る
一
助
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る(

)
︒

72

(一
︶
皇
室
の
制
度
に
関
す
る
文
書

大
日
本
帝
国
憲
法
︵
明
治
二
二
年
二
月
一
一
日
公
布
︶
時
代
︑
我
が
国
に
は
︑
国
務
に

関
す
る
大
日
本
帝
国
憲
法
の
法
体
系
と
は
別
に
︑
宮
務
に
関
し
︑
旧
皇
室
典
範
︵
同
日
制

定
︶
の
法
体
系
が
並
行
し
て
存
在
し
て
い
た(

)
︒

73

明
治
四
〇
年
以
降
は
︑
旧
皇
室
典
範
に
基
づ
く
諸
規
則
・
規
程
の
う
ち
発
表
を
要
す
る

も
の
は
︑
皇
室
令
と
い
う
法
形
式
で
公
布
さ
れ
る
よ
う
に
な
り(

)
︑
皇
室
令
の
制
定
改
廃
の

74

上
奏
は
︑﹁
皇
室
一
切
ノ
事
務
ニ
付
キ
補
弼
ノ
責(

)
﹂
に
任
ぜ
ら
れ
て
い
た
宮
内
大
臣
の
所

75

掌
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た(

)
︒

76

明
治
四
〇
年
か
ら
昭
和
二
二
年
ま
で
に
制
定
さ
れ
た
皇
室
令
の
正
本
を
収
め
た
﹁
皇
室

令
録(

)
﹂︵
写
真
①
︶
は
︑
皇
位
継
承
等
に
関
す
る
規
定
を
持
つ
﹁
大
日
本
帝
国
憲
法(

)
﹂︵
写

77

78

真
②
︶︑﹁
皇
室
自
ラ
其
ノ
家
法
ヲ
条
定
ス
ル
者(

)
﹂
と
さ
れ
た
﹁
皇
室
典
範(

)
﹂︵
写
真
③
︶

79

80

と
共
に
︑
旧
憲
法
時
代
に
お
け
る
皇
室
制
度
の
根
幹
を
成
し
て
い
た
文
書
で
あ
る
︒

右
皇
室
典
範
の
正
本
︑
皇
室
令
の
正
本
等
は
︑
宮
内
省
官
制
に
よ
り
︑
書
陵
部
の
前
身

で
あ
る
宮
内
省
図
書
寮
が
﹁
尚
蔵
﹂
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
も
の
で
あ
る(

)
︒

81

(二
︶
天
皇
の
憲
法
上
の
御
行
為
等
に
関
す
る
文
書

大
日
本
帝
国
憲
法
下
︑
天
皇
は
︑
法
律
の
裁
可
︑
帝
国
議
会
の
招
集
︑
栄
典
の
授
与
等
︑

統
治
権
の
総
欖
者
と
し
て
様
々
な
行
為
を
行
わ
れ
た
︒
ま
た
︑
日
本
国
憲
法
の
下
で
も
︑

天
皇
は
︑
憲
法
に
定
め
ら
れ
た
国
事
に
関
す
る
行
為
や
︑
そ
の
行
為
に
伴
う
儀
式
等
を
行

わ
れ
る
︒
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宮
内
公
文
書
館
に
は
︑
天
皇
が
新
年
朝
賀
の
儀
や
新
年
祝
賀
の
儀
を
行
わ
れ
る
の
に
伴

っ
て
式
部
職
が
作
成
し
た
﹁
儀
式
録(

)
﹂︵
写
真
④
︶
や
﹁
新
年
祝
賀
の
儀(

)
﹂︑
勲
章
の
親
授

82

83

式
に
伴
っ
て
式
部
職
が
作
成
し
た
﹁
授
与
式
録(

)
﹂︑
天
皇
が
外
国
の
大
使
・
公
使
を
接
受

84

さ
れ
る
の
に
伴
っ
て
式
部
職
が
作
成
し
た
﹁
謁
見
録(

)
﹂
や
﹁
捧
呈
式
録(

)
﹂
等
が
あ
る
︒

85

86

(三
︶
皇
室
が
国
民
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
行
わ
れ
る
御
活
動
に
関
す
る
文
書

明
治
維
新
以
来
︑
皇
室
は
︑
様
々
な
御
活
動
を
通
じ
て
︑
国
民
と
多
面
的
な
接
点
を
持

た
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
︒
皇
室
に
奉
仕
す
る
宮
内
省
・
宮
内
府
・
宮
内
庁
の
各
部
局
で
ま

と
め
ら
れ
た
文
書
に
は
︑
そ
う
し
た
御
活
動
の
記
録
の
意
義
を
持
つ
も
の
が
多
い
︒

①
行
幸
啓
に
関
す
る
文
書

行
幸
啓
は
︑
天
皇
皇
后
が
各
地
の
事
情
を
実
地
に
把
握
さ
れ
︑
お
励
し
や
御
慰
問
等

の
た
め
そ
の
地
の
人
々
と
直
接
向
き
合
わ
れ
て
︑
喜
び
や
悲
し
み
を
分
か
ち
合
わ
れ
る

機
会
で
あ
り
︑
奉
迎
す
る
土
地
の
人
々
に
と
っ
て
は
︑
天
皇
皇
后
の
お
姿
を
間
近
に
拝

す
る
な
ど
し
て
皇
室
と
国
民
と
の
結
び
付
き
を
実
感
す
る
機
会
で
あ
る
︒

式
部
寮
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
﹁
北
陸
東
海
御
巡
幸
録(

)
﹂︑
宮
内
大
臣
官
房
総
務
課

87

等
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
﹁
幸
啓
録(

)
﹂
等
は
︑
明
治
天
皇
の
全
国
御
巡
幸
︑
昭
和
天
皇

88

の
戦
後
の
全
国
御
巡
幸
︑
国
会
開
会
式
等
の
国
の
重
要
な
行
事
へ
の
御
臨
席
を
始
め
と

す
る
︑
天
皇
や
皇
后
の
都
内
・
地
方
へ
の
行
幸
・
行
啓
の
記
録
の
意
義
を
持
つ
︒

②
各
界
の
功
績
者
等
を
お
労
い
に
な
る
御
活
動
に
関
す
る
文
書

皇
室
は
し
ば
し
ば
︑
国
の
立
法
・
司
法
・
行
政
の
各
機
関
の
責
任
者
︑
地
方
自
治
体

の
責
任
者
︑
各
界
の
功
績
者
等
を
宮
中
に
招
か
れ
て
︑
そ
の
功
績
・
労
苦
を
お
労
い
に

な
り
︑
お
励
ま
し
に
な
る
︒

宮
殿
に
お
い
て
催
さ
れ
た
午
餐
・
お
茶
会
等
の
行
事
に
つ
い
て
は
︑
宮
内
大
臣
官
房

総
務
課
等
が
作
成
し
た
﹁
宣
召
録(

)
﹂
が
あ
り
︑
御
苑
に
お
い
て
催
さ
れ
る
行
事
に
つ
い

89

て
は
︑
式
部
職
が
作
成
し
た
﹁
観
桜
会
録(

)
﹂︑﹁
観
菊
会
録(

)
﹂︑﹁
園
遊
会
録(

)
﹂
等
が
あ
る
︒

90

91

92

③
一
般
参
賀
に
関
す
る
文
書

戦
後
に
始
ま
っ
た
新
年
一
般
参
賀
及
び
天
皇
誕
生
日
一
般
参
賀
は
︑
皇
室
の
方
々
が
︑

人
々
の
祝
賀
に
直
接
お
応
え
に
な
る
機
会
で
あ
り
︑
皇
室
と
国
民
と
の
結
び
付
き
が
直

接
表
現
さ
れ
る
行
事
の
例
で
あ
る
︒
宮
内
庁
長
官
官
房
総
務
課
に
よ
っ
て
︑﹁
新
年
一

般
参
賀
録(

)
﹂
及
び
﹁
天
皇
誕
生
日
一
般
参
賀
録(

)
﹂
が
作
成
さ
れ
て
い
る
︒

93

94

④
賜
与
に
関
す
る
文
書

皇
室
に
は
︑
災
害
に
際
し
て
の
お
見
舞
︑
社
会
事
業
団
体
の
事
業
御
奨
励
︑
芸
術
︑

文
化
︑
ス
ポ
ー
ツ
の
御
奨
励
等
の
た
め
︑
各
種
の
団
体
や
個
人
に
対
し
て
賜
与
を
な
さ

る
伝
統
が
あ
る
︒

宮
内
大
臣
官
房
総
務
課
が
作
成
し
た
﹁
恩
賜
録(

)
﹂
等
は
︑
そ
の
記
録
で
あ
る
︒

95

(四
︶
皇
室
が
外
国
と
の
御
交
際
に
お
い
て
行
わ
れ
る
御
活
動
に
関
す
る
文
書

皇
室
は
︑
外
国
王
室
や
大
統
領
等
の
外
国
政
府
要
人
と
様
々
な
形
の
御
交
際
を
持
た
れ
︑

国
際
親
善
に
お
努
め
に
な
っ
て
い
る
︒

式
部
職
が
作
成
し
た
﹁
外
国
差
遣
録(

)
﹂︑﹁
皇
太
子
殿
下
欧
米
御
巡
遊
録(

)
﹂
等
は
︑
皇
室

96

97

の
方
々
が
外
国
を
御
訪
問
に
な
っ
た
際
に
作
成
さ
れ
た
記
録
で
あ
る
︒

同
じ
く
式
部
職
が
作
成
し
た
︑﹁
外
賓
参
内
録(

)
﹂︑﹁
外
賓
接
待
録(

)
﹂
や
先
に
挙
げ
た

98

99
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﹁
謁
見
録
﹂
等
は
︑
外
国
の
国
家
元
首
︑
王
族
︑
政
府
要
人
等
が
来
日
し
た
際
の
皇
室
に

よ
る
宮
殿
で
の
御
会
見
︑
御
引
見
︑
宮
中
晩
餐
の
お
催
し
等
の
御
接
遇
の
記
録
で
あ
る
︒

皇
室
は
︑
我
が
国
に
駐
箚
す
る
外
国
の
大
使
等
を
お
招
き
に
な
り
︑
園
遊
会
︑
鴨
場
接

待
等
の
行
事
を
お
催
し
に
な
る
︒
先
に
挙
げ
た
﹁
園
遊
会
録
﹂︑﹁
外
賓
接
待
録
﹂
や
︑
同

じ
く
式
部
職
が
作
成
し
た
﹁
外
交
雑
録(

)
﹂
等
に
は
︑
そ
の
よ
う
な
外
交
団
の
御
接
待
に
つ

100

い
て
の
記
録
も
収
録
さ
れ
て
い
る
︒

天
皇
は
︑
各
国
元
首
と
の
間
で
︑
国
祭
日
に
当
た
っ
て
御
祝
電
を
交
換
さ
れ
︑
相
互
の

国
で
の
慶
事
等
に
際
し
て
も
︑
御
祝
電
等
の
御
親
電
を
交
換
さ
れ
る
な
ど
し
て
︑
祝
意
等

を
交
わ
さ
れ
る
︒
そ
う
し
た
御
交
際
は
︑
式
部
職
が
作
成
し
た
﹁
外
交
慶
弔
録(

)
﹂
に
記
録

101

さ
れ
て
い
る
︒

(五
︶
皇
室
に
伝
わ
る
文
化
に
関
す
る
文
書

皇
室
に
は
︑
毎
年
一
月
に
行
わ
れ
る
講
書
始
の
儀
や
歌
会
始
の
儀
等
の
儀
式
︑
雅
楽
︑

美
術
品
類
︑
古
典
籍
等
︑
我
が
国
と
皇
室
の
長
い
歴
史
の
中
で
培
わ
れ
て
き
た
文
化
を
体

現
す
る
も
の
が
数
多
く
伝
わ
っ
て
い
る
︒

先
に
挙
げ
た
﹁
儀
式
録
﹂
等
に
は
︑
講
書
始
の
儀
や
歌
会
始
の
儀
等
の
儀
式
が
記
録
さ

れ
て
い
る
︒
歌
会
始
︵
歌
御
会
始
︶
で
は
︑
明
治
の
早
い
時
期
か
ら
広
く
国
民
各
層
か
ら

の
詠
進
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
︑
さ
ら
に
先
の
大
戦
後
か
ら
は
預
選
者
の
参
列
が
認

め
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
︑
歌
を
通
じ
て
皇
室
と
国
民
の
心
を
結
び
つ
け
る
機
会
に
も
な
っ

て
い
る(

)
︒

102

皇
室
に
よ
っ
て
庇
護
さ
れ
た
雅
楽
に
つ
い
て
は
︑
式
部
職
等
が
作
成
し
た
﹁
雅
楽
録(

)
﹂

103

等
の
記
録
が
あ
り
︑
正
倉
院
宝
物
に
つ
い
て
は
︑
奈
良
帝
室
博
物
館
等
が
作
成
し
た
﹁
正

倉
院
御
物
目
録(

)
﹂
等
が
あ
る
︒

104

図
書
寮
等
が
作
成
し
た
﹁
図
書
録(

)
﹂
等
に
は
︑
江
戸
時
代
以
前
か
ら
皇
室
に
伝
わ
っ
て

105

き
た
古
典
籍
の
保
存
状
況
に
加
え
︑
明
治
以
降
︑
皇
室
の
下
に
新
た
に
古
典
籍
が
集
積
さ

れ
て
い
く
経
過
が
記
録
さ
れ
て
い
る
︒

(六
︶
皇
室
経
済
に
関
す
る
文
書

旧
皇
室
典
範
の
時
代
︑
皇
室
は
︑
財
産
と
し
て
御
料(

)
を
保
持
さ
れ
︑
皇
室
の
経
済
は
︑

106

国
庫
か
ら
毎
年
定
額
の
支
出
を
受
け
ら
れ
る
ほ
か
は(

)
︑
御
料
か
ら
生
じ
る
収
入
に
基
づ
い

107

て
運
営
さ
れ(

)
︑
そ
の
会
計
も
︑
国
の
会
計
と
は
独
立
し
て
経
理
さ
れ
て
い
た(

)
︒

108

109

皇
室
財
産
令
︵
明
治
四
三
年
一
二
月
二
四
日
皇
室
令
第
三
三
号
︶
の
規
定(

)
に
基
づ
き
図

110

書
寮
で
尚
蔵
さ
れ
て
い
た
﹁
世
伝
御
料
土
地
台
帳(

)
﹂
は
︑
天
皇
か
ら
﹁
後
嗣
ニ
伝
ヘ
皇
統

111

ノ
遺
物(

)
﹂
と
す
る
も
の
と
し
て
分
割
譲
与
が
禁
じ
ら
れ
て
い
た
世
伝
御
料(

)
の
基
本
的
情
報

112

113

を
登
録
し
た
も
の
で
あ
る(

)
︒

114

宮
内
大
臣
官
房
調
査
課
等
が
作
成
し
た
﹁
経
済
会
議
録(

)
﹂
に
は
︑
帝
室
経
済
会
議
の
諮

115

詢
を
経
た
の
ち
天
皇
の
御
裁
可
を
得
た
︑
皇
室
経
費
の
予
算
や
重
要
な
財
産
権
の
得
喪
が

記
録
さ
れ
て
お
り(

)
︑﹁
会
計
予
算
決
算
録(

)
﹂
に
は
︑
帝
室
会
計
審
査
局
の
審
査
を
経
て
天

116

117

皇
に
上
奏
さ
れ
た
皇
室
経
費
の
決
算
が
記
録
さ
れ
て
い
る(

)
︒

118

日
本
国
憲
法
の
施
行
に
よ
り
︑
皇
室
財
産
は
す
べ
て
国
に
帰
属
し(

)
︑
ま
た
︑
皇
室
の
費

119

用
は
︑
国
の
予
算
に
計
上
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た(

)
︒
皇
室
の
た
め
の
費
用
は
︑
内
閣
か
ら

120

国
会
に
提
出
さ
れ
る
毎
会
計
年
度
の
予
算
・
決
算
の
中
に
組
み
込
ま
れ(

)
︑
国
有
財
産
の
一

121

種
類
で
あ
る
皇
室
用
財
産(

)
の
基
本
的
情
報
は
︑
国
有
財
産
台
帳
に
登
録
さ
れ
る
こ
と
と
な

122

っ
た(

)
︒

123宮
内
公
文
書
館
に
は
︑
現
用
性
を
失
っ
て
宮
内
庁
長
官
官
房
主
計
課
か
ら
移
管
さ
れ
た

﹁
皇
室
費
一
般
会
計
歳
出
予
算
各
目
明
細
書(

)
﹂
及
び
﹁
皇
室
費
歳
出
決
算
報
告
書
・
総
理

124
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府
所
管
歳
出
決
算
報
告
書
︵
宮
内
庁(

)
︶﹂
や
︑
同
じ
く
現
用
性
を
失
っ
て
宮
内
庁
管
理
部

125

管
理
課
か
ら
移
管
さ
れ
た
﹁
国
有
財
産
台
帳
︵
一
般
会
計
所
属

皇
室
用
財
産(

)
︶﹂
等
が

126

保
存
さ
れ
て
い
る
︒

(七
︶
皇
室
関
係
施
設
に
関
す
る
文
書

宮
殿
︑
離
宮
︑
御
用
邸
等
の
皇
室
関
係
施
設
に
つ
い
て
は
︑
宮
内
省
内
匠
寮
が
作
成
し

た
﹁
工
事
録(

)
﹂
等
に
︑
そ
の
造
営
等
に
関
す
る
事
項
が
記
録
さ
れ
て
い
る
︒

127

(八
︶
陵
墓
に
関
す
る
文
書

陵
墓
は
︑
皇
室
と
国
民
の
追
慕
尊
崇
の
対
象
で
あ
り
︑
各
陵
墓
で
は
︑
現
に
皇
室
に
よ

っ
て
祭
祀
が
行
わ
れ
て
い
る(

)
︒
陵
墓
は
︑
参
拝
者
が
︑
我
が
国
の
長
い
歴
史
の
中
で
の
皇

128

統
の
連
綿
と
し
た
つ
な
が
り
を
感
得
す
る
よ
す
が
で
も
あ
る
︒

諸
陵
寮
等
が
作
成
し
た
﹁
陵
墓
地
録(

)
﹂
に
は
︑
陵
墓
地
の
管
理
状
況
が
記
録
さ
れ
て
い

129

る
︒

お
わ
り
に

公
文
書
管
理
法
の
立
案
作
業
に
先
立
っ
て
公
文
書
管
理
担
当
大
臣
の
下
で
開
催
さ
れ
た

﹁
公
文
書
管
理
の
在
り
方
等
に
関
す
る
有
識
者
会
議(

)
﹂
の
最
終
報
告(

)
は
︑﹁
公
文
書
を
十
全

130

131

に
管
理
・
保
存
し
︑
後
世
に
伝
え
る
こ
と
は
︑
過
去
・
現
在
・
未
来
を
つ
な
ぐ
国
の
重
要

な
責
務
で
あ
る
︒
こ
れ
に
よ
り
︑
後
世
に
お
け
る
歴
史
検
証
や
学
術
研
究
等
に
役
立
て
る

と
と
も
に
︑
国
民
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
意
識
を
高
め
︑
独
自
の
文
化
を
育
む
こ
と
に
も

な
る
︒
こ
の
意
味
で
︑
公
文
書
は
﹁
知
恵
の
宝
庫
﹂
で
あ
り
︑
国
民
の
知
的
資
源
で
も
あ

る(
)

︒﹂
と
す
る
︒

132

宮
内
公
文
書
館
が
管
理
す
る
特
定
歴
史
公
文
書
等
と
は
︑
近
現
代
の
歴
史
を
常
に
国
民

と
苦
楽
を
共
に
し
な
が
ら
歩
ま
れ
て
き
た
皇
室
に
奉
仕
す
る
機
関
で
あ
る
宮
内
省
・
宮
内

府
・
宮
内
庁
等
に
残
さ
れ
た
歴
史
的
に
重
要
な
公
文
書
で
あ
り
︑
い
わ
ば
︑
そ
の
全
体
が
︑

明
治
以
降
の
皇
室
の
御
活
動
の
記
録
そ
の
も
の
と
い
え
る
︒
宮
内
公
文
書
館
に
は
︑
こ
の

皇
室
の
御
活
動
の
記
録
を
︑﹁
知
恵
の
宝
庫
﹂
と
し
て
公
文
書
管
理
法
の
定
め
に
従
っ
て

適
切
に
保
存
し
て
遠
い
将
来
の
世
代
に
ま
で
受
け
渡
し
︑
こ
の
先
い
つ
の
時
代
に
あ
っ
て

も
そ
れ
ら
が
広
く
国
民
一
般
の
利
用
に
供
さ
れ
る
よ
う
︑
守
り
︑
活
用
し
て
い
く
責
務
が

あ
る
︒

宮
内
公
文
書
館
の
よ
う
な
資
料
保
存
施
設
に
共
通
す
る
理
想
は
︑
情
報
技
術
の
進
展
に

合
わ
せ
て
︑
所
蔵
資
料
に
負
担
を
か
け
ず
に
︑
し
か
も
︑
国
民
が
︑
各
自
が
置
か
れ
た
環

境
に
制
約
さ
れ
ず
︑
ま
た
︑
利
用
請
求
権
行
使
等
の
手
続
に
煩
わ
さ
れ
た
り
︑
閲
覧
室
に

来
訪
す
る
こ
と
も
な
く
︑
い
つ
で
も
︑
ど
こ
に
お
い
て
で
も
︑
所
蔵
資
料
を
閲
覧
し
︑
活

用
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
に
あ
ろ
う(

)
︒

133

宮
内
公
文
書
館
長
以
下
の
館
員
も
︑
こ
の
理
想
へ
の
到
達
を
目
標
に
︑
公
文
書
管
理
法

が
﹁
国
立
公
文
書
館
等
﹂
に
期
待
す
る
︑
歴
史
的
に
重
要
な
公
文
書
の
永
続
的
保
存
と
活

用
の
た
め
の
︑
知
識
・
技
能
の
習
得
・
向
上
を
心
が
け
︑﹁
知
恵
の
宝
庫
﹂
で
あ
る
公
文

書
の
価
値
の
よ
り
広
い
国
民
層
へ
の
浸
透
を
目
指
し
た
普
及
活
動
の
た
め
︑
研
鑽
・
努
力

を
重
ね
て
い
る
︒

註(�
)

宮
内
省
官
制
︵
明
治
四
〇
年
一
一
月
一
日
皇
室
令
第
三
号
︶
第
三
八
条
第
七
号
︵
以
下
︑
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法
令
・
規
則
類
の
条
項
号
番
号
は
︑
当
該
法
令
・
規
則
類
の
制
定
当
初
の
も
の
を
示
す
︒︶︒

同
官
制
は
︑
明
治
四
一
年
一
月
一
日
に
施
行
さ
れ
た
︵
同
官
制
附
則
第
六
二
条
第
一
項
︶︒

(�
)

明
治
四
一
年
五
月
二
九
日
付
け
宮
内
大
臣
伯
爵
田
中
光
顕
か
ら
各
部
局
長
官
あ
て
宮
内

大
臣
官
房
文
書
課
甲
第
二
〇
〇
号
は
︑﹁
自
今
公
文
書
類
ハ
整
理
ノ
上
図
書
寮
ニ
引
渡
ス
ヘ

シ

但
各
部
局
ニ
於
テ
現
ニ
保
管
中
ニ
係
ル
モ
ノ
ハ
此
際
総
テ
同
寮
ニ
引
継
ヲ
為
ス
ヘ
シ
﹂

旨
示
達
し
て
い
た
︵﹁
例
規
録

明
治
四
〇
袞
四
一
年
﹂︵
識
別
番
号
六
九
一
︶
所
収
︶︵﹁
識

別
番
号
﹂
と
は
︑﹁
宮
内
公
文
書
館
特
定
歴
史
公
文
書
等
目
録
﹂︵
註

参
照
︶
に
お
い
て
各

37

文
書
に
付
さ
れ
た
識
別
番
号
を
い
う
︒
以
下
同
じ
︒︶︒

公
文
書
類
編
纂
保
管
規
程
︵
明
治
四
四
年
一
二
月
二
七
日
訓
令
第
二
三
号
︶
第
四
条
は
︑

﹁
各
部
局
ハ
完
結
ノ
公
文
書
類
ヲ
整
理
シ
保
存
ヲ
要
セ
サ
ル
モ
ノ
ヲ
除
ク
ノ
外
会
計
ニ
関
ス

ル
書
類
ニ
在
リ
テ
ハ
翌
十
二
月
三
十
一
日
マ
テ
其
ノ
他
ノ
書
類
ニ
在
リ
テ
ハ
翌
年
六
月
三
日

マ
テ
ニ
之
ヲ
図
書
寮
ニ
送
付
ス
ヘ
シ
﹂
と
定
め
て
い
た
︵﹁
訓
令
録
二

明
治
四
四
年
﹂︵
識

別
番
号
一
一
七
八
／
二
︶
所
収
︶︒

こ
の
時
期
以
前
か
ら
宮
内
省
図
書
寮
が
行
っ
て
い
た
公
文
書
の
編
纂
事
業
に
関
し
て
は
︑

堀
口
修
﹃
宮
内
省
の
公
文
書
類
と
図
書
に
関
す
る
基
礎
的
研
究
﹄︵
創
泉
堂
出
版
︑
平
成
二

三
年
︶
の
う
ち
特
に
第
二
章
︑
及
び
相
曽
貴
志
﹁﹃
帝
室
例
規
類
纂
﹄
の
編
纂
﹂︵﹃
書
陵
部

紀
要
﹄
第
六
二
号
︵
平
成
二
二
年
度
︶
三
七
頁
︶
を
参
照
あ
り
た
い
︒

明
治
四
一
年
に
︑
宮
内
省
の
公
文
書
類
原
本
の
管
理
体
制
が
︑
各
部
局
で
の
分
散
管
理
か

ら
︑
図
書
寮
に
よ
る
集
中
管
理
へ
と
切
り
替
わ
っ
た
経
緯
に
つ
い
て
は
︑
橋
本
不
美
男
﹁
宮

内
省
公
文
書
類
の
編
纂
保
管
史
﹂︵﹃
び
ぶ
ろ
す
﹄
第
一
巻
第
八
号
︵
昭
和
二
五
年
︶
九
頁
︶

に
簡
潔
な
紹
介
が
あ
り
︑
ま
た
︑
堀
口
・
前
掲
書
の
う
ち
特
に
第
一
章
に
詳
し
い
︒

(�
)

宮
内
庁
文
書
保
存
規
程
︵
昭
和
五
一
年
一
月
一
日
宮
内
庁
訓
令
第
一
号
︶
は
︑
一
〇
年

以
上
の
保
存
を
要
す
る
文
書
は
︑
各
部
局
に
お
い
て
三
年
間
保
管
し
た
後
は
︑
書
陵
部
に
引

き
継
ぐ
よ
う
定
め
て
い
た
︵
第
五
条
及
び
第
六
条
︶︒

こ
の
よ
う
な
宮
内
省
時
代
か
ら
の
公
文
書
保
存
の
実
績
を
踏
ま
え
て
︑
行
政
機
関
の
保
有

す
る
情
報
の
公
開
に
関
す
る
法
律
︵
平
成
一
一
年
五
月
一
四
日
法
律
第
四
二
号
︶
の
施
行
時

期
に
合
わ
せ
て
行
わ
れ
た
閣
議
決
定
﹁
歴
史
資
料
と
し
て
重
要
な
公
文
書
等
の
適
切
な
保
存

の
た
め
に
必
要
な
措
置
に
つ
い
て
﹂︵
平
成
一
三
年
三
月
三
〇
日
︶
及
び
同
閣
議
決
定
の
実

施
の
た
め
に
な
さ
れ
た
各
府
省
庁
官
房
長
等
申
合
せ
︵﹁
歴
史
資
料
と
し
て
重
要
な
公
文
書

等
の
適
切
な
保
存
の
た
め
に
必
要
な
措
置
に
つ
い
て
︵
平
成
一
三
年
三
月
三
〇
日
閣
議
決

定
︶
の
実
施
に
つ
い
て
﹂︵
同
日
︶︶
に
お
い
て
も
︑
行
政
機
関
の
保
管
に
係
る
歴
史
資
料
と

し
て
重
要
な
公
文
書
等
は
原
則
と
し
て
独
立
行
政
法
人
国
立
公
文
書
館
に
移
管
す
る
こ
と
と

さ
れ
な
が
ら
︑
例
外
的
に
︑
宮
内
庁
の
公
文
書
等
は
宮
内
庁
書
陵
部
に
移
管
す
る
こ
と
と
さ

れ
て
い
た
︵
他
に
︑
外
務
省
の
公
文
書
等
も
︑
外
務
省
外
交
史
料
館
に
移
管
す
る
こ
と
と
さ

れ
て
い
た
︒︶︒

以
上
の
経
緯
を
踏
ま
え
︑
平
成
二
一
年
に
内
閣
か
ら
国
会
に
提
出
さ
れ
た
﹁
公
文
書
等
の

管
理
に
関
す
る
法
律
案
﹂︵
第
一
七
一
国
会
衆
議
院
内
閣
委
員
会
議
録
第
一
一
号
一
七
頁
︶

も
︑
参
議
院
内
閣
委
員
会
に
お
け
る
同
法
律
案
の
審
議
に
お
い
て
政
府
参
考
人
が
︑﹁
こ
の

法
案
に
お
き
ま
し
て
︑
第
二
条
第
三
項
に
お
き
ま
し
て
国
立
公
文
書
館
等
と
い
う
の
が
ご
ざ

い
ま
す
︒
こ
の
等
と
申
し
ま
す
の
は
国
立
公
文
書
館
類
似
施
設
を
想
定
し
て
お
り
ま
し
て
︑

宮
内
庁
書
陵
部
あ
る
い
は
外
務
省
の
外
交
史
料
館
も
︑
政
令
で
認
め
ら
れ
れ
ば
こ
の
類
似
施

設
と
な
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
︒﹂
と
説
明
し
た
と
お
り
︵
山
崎
日
出
男
政
府
参
考
人
︵
内

閣
府
大
臣
官
房
審
議
官
︶
の
答
弁
︵
平
成
二
一
年
六
月
二
三
日
︒
第
一
七
一
回
国
会
参
議
院

内
閣
委
員
会
会
議
録
第
九
号
六
頁
︶︶︑
宮
内
庁
が
保
有
す
る
歴
史
資
料
と
し
て
重
要
な
公
文

書
そ
の
他
の
文
書
は
宮
内
庁
の
施
設
に
移
管
さ
れ
る
こ
と
を
念
頭
に
置
い
た
立
案
が
な
さ
れ

た
︵
第
二
条
第
三
項
第
二
号
︶︒

な
お
︑
中
野
目
徹
・
熊
本
史
雄
編
﹃
近
代
日
本
公
文
書
管
理
制
度
史
料
集

中
央
行
政
機

関
編
﹄︵
岩
田
書
院
︑
平
成
二
一
年
︶
三
六
七
頁
以
下
に
は
︑
右
記
﹁
宮
内
庁
文
書
保
存
規

程
﹂
を
始
め
と
し
て
︑
宮
内
省
及
び
宮
内
庁
の
文
書
管
理
に
関
す
る
規
則
類
︵
た
だ
し
︑
昭

和
時
代
ま
で
の
も
の
︒︶
が
収
録
さ
れ
て
お
り
︑
参
照
に
便
利
で
あ
る
︒

(�
)

宮
内
庁
文
書
保
存
規
程
︵
前
掲
︶
第
一
四
条
は
︑
書
陵
部
長
は
︑
職
員
以
外
の
者
か
ら

書
陵
部
が
保
存
す
る
保
存
文
書
の
閲
覧
又
は
複
写
に
つ
い
て
願
い
出
が
あ
っ
た
と
き
は
︑
支

障
が
な
い
と
認
め
る
も
の
に
つ
い
て
許
可
で
き
る
旨
定
め
て
い
た
︒

(�
)

宮
内
庁
書
陵
部
﹃
和
漢
図
書
分
類
目
録

上
﹄︵
昭
和
二
七
年
︶︑﹃
同

下
﹄︵
昭
和
二
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八
年
︶
ほ
か
︒

(�
)

情
報
公
開
法
第
二
条
第
二
項
第
二
号
︒

(�
)

衆
議
院
内
閣
委
員
会
︵
平
成
一
〇
年
一
〇
月
一
三
日
︶
に
お
け
る
瀧
上
信
光
政
府
委
員

︵
総
務
庁
行
政
管
理
局
長
︶
の
答
弁
︵
第
一
四
三
回
国
会
衆
議
院
内
閣
委
員
会
議
録
第
五
号

一
二
頁
︶︒

(�
)

平
成
一
三
年
三
月
一
二
日
書
陵
部
長
決
裁
︒

(�
)

行
政
機
関
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
に
関
す
る
法
律
施
行
令
︵
平
成
一
二
年
二
月
一
六

日
政
令
第
四
一
号
︶
第
三
条
第
一
項
に
は
︑
歴
史
的
資
料
の
適
切
な
管
理
の
要
件
と
し
て
︑

﹁
当
該
資
料
の
目
録
が
作
成
さ
れ
︑
か
つ
︑
当
該
目
録
が
一
般
の
閲
覧
に
供
さ
れ
て
い
る
こ

と
︒﹂︵
第
二
号
︶︑﹁
当
該
資
料
の
利
用
の
方
法
及
び
期
間
に
関
す
る
定
め
が
設
け
ら
れ
︑
か

つ
︑
当
該
定
め
が
一
般
の
閲
覧
に
供
さ
れ
て
い
る
こ
と
︒﹂︵
第
四
号
︶
等
が
定
め
ら
れ
て
い

た
︒公

文
書
の
目
録
と
し
て
は
︑
本
文
で
触
れ
た
閲
覧
室
備
付
け
の
紙
媒
体
の
﹁
歴
史
的
資
料

フ
ァ
イ
ル
﹂
の
ほ
か
︑
平
成
一
八
年
三
月
に
︑
宮
内
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
︑
検
索
機
能
を
備

え
た
電
子
媒
体
の
目
録
﹁
書
陵
部
歴
史
的
資
料
フ
ァ
イ
ル
検
索
シ
ス
テ
ム
﹂
を
掲
載
し
た
︒

(

)

情
報
公
開
法
附
則
第
一
項
︒
行
政
機
関
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
に
関
す
る
法
律
の
施

10行
期
日
を
定
め
る
政
令
︵
平
成
一
二
年
二
月
一
六
日
政
令
第
四
〇
号
︶︒

(

)

情
報
公
開
法
第
二
条
第
二
項
第
二
号
︒
情
報
公
開
法
施
行
令
第
二
条
第
一
項
第
三
号
及

11び
第
二
項
︒

(

)

平
成
一
三
年
三
月
三
〇
日
総
務
省
告
示
第
二
〇
二
号
︒
指
定
の
施
行
日
は
︑
平
成
一
三

12年
四
月
一
日
︒

(

)

公
文
書
管
理
法
第
一
条
︒

13(

)

同
法
第
二
条
第
三
項
︒

14(

)

同
条
第
七
項
︒

15(

)

同
法
第
一
六
条
︒

16(

)

浅
井
直
人
ほ
か
﹃
改
訂

逐
条
解
説

公
文
書
管
理
法
・
施
行
令
﹄︵
ぎ
ょ
う
せ
い
︑

17平
成
二
三
年
︶
三
袞
四
頁
︒

(

)

衆
議
院
内
閣
委
員
会
︵
平
成
二
一
年
五
月
二
二
日
︶
及
び
参
議
院
内
閣
委
員
会
︵
平
成

18二
一
年
六
月
一
六
日
︶
に
お
け
る
小
渕
優
子
国
務
大
臣
の
公
文
書
管
理
法
案
の
提
案
理
由
及

び
概
要
説
明
︵
第
一
七
一
回
国
会
衆
議
院
内
閣
委
員
会
議
録
第
一
一
号
一
七
頁
︑
第
一
七
一

回
国
会
参
議
院
内
閣
委
員
会
会
議
録
第
八
号
二
頁
︶︒

(

)

公
文
書
管
理
法
案
が
付
託
さ
れ
た
衆
議
院
内
閣
委
員
会
は
︑
平
成
二
一
年
六
月
一
〇
日

19に
同
法
案
を
可
決
し
た
際
︑﹁
宮
内
庁
書
陵
部
及
び
外
務
省
外
交
史
料
館
に
お
い
て
も
︑
公

文
書
等
に
つ
い
て
国
立
公
文
書
館
と
共
通
の
ル
ー
ル
で
適
切
な
保
存
︑
利
活
用
が
行
わ
れ
る

よ
う
本
法
の
趣
旨
を
徹
底
す
る
こ
と
︒﹂
と
の
一
文
を
盛
り
込
ん
だ
附
帯
決
議
を
付
し
て
い

る
︵﹁
公
文
書
等
の
管
理
に
関
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議
﹂
一
五
︑
第
一
七
一
回
国

会
衆
議
院
内
閣
委
員
会
議
録
第
一
四
号
一
〇
頁
︶︒

ま
た
︑
同
じ
く
同
法
案
が
付
託
さ
れ
た
参
議
院
内
閣
委
員
会
も
︑
平
成
二
一
年
六
月
二
三

日
に
同
法
案
を
可
決
し
た
際
︑
右
と
同
文
を
盛
り
込
ん
だ
附
帯
決
議
を
付
し
て
い
る
︵﹁
公

文
書
等
の
管
理
に
関
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議
﹂
一
一
︑
第
一
七
一
回
国
会
参
議
院

内
閣
委
員
会
会
議
録
第
九
号
三
三
頁
︶︒

(

)

公
文
書
管
理
法
第
二
一
条
︒

20(

)

行
政
事
件
訴
訟
法
︵
昭
和
三
七
年
五
月
一
六
日
法
律
第
一
三
九
号
︶
第
八
条
等
︒

21(

)

｢非
現
用
︑
い
わ
ゆ
る
国
立
公
文
書
館
に
移
管
さ
れ
た
歴
史
公
文
書
の
利
用
に
つ
き
ま

22し
て
は
︑
本
法
案
に
お
き
ま
し
て
︑
移
管
さ
れ
た
文
書
に
つ
き
ま
し
て
︑
国
民
か
ら
の
利
用

請
求
を
請
求
権
と
い
う
ふ
う
に
法
的
に
位
置
づ
け
ま
し
た
︒
こ
の
法
的
に
位
置
づ
け
る
と
い

う
こ
と
は
︑
も
し
不
開
示
に
不
服
が
あ
る
場
合
に
は
不
服
申
し
立
て
が
で
き
る
と
い
う
こ
と

で
ご
ざ
い
ま
す
︒
こ
れ
に
よ
り
ま
し
て
︑
標
準
処
理
期
間
の
設
定
等
の
行
政
手
続
法
の
関
係

規
定
が
適
用
さ
れ
ま
す
と
と
も
に
︑
特
定
歴
史
公
文
書
等
の
利
用
制
限
に
対
し
ま
し
て
︑
利

用
者
が
行
政
不
服
審
査
法
に
基
づ
く
不
服
申
し
立
て
︑
あ
る
い
は
行
政
事
件
訴
訟
法
に
基
づ

く
取
り
消
し
訴
訟
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
こ
と
が
明
確
に
な
り
ま
し
て
︑
利
用

に
関
す
る
手
続
的
保
障
が
格
段
に
整
備
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
︒﹂︵
衆
議
院
内
閣

委
員
会
︵
平
成
二
一
年
五
月
二
七
日
︶
に
お
け
る
山
崎
日
出
男
政
府
参
考
人
︵
内
閣
府
大
臣

官
房
審
議
官
︶
の
答
弁
︵
第
一
七
一
回
国
会
衆
議
院
内
閣
委
員
会
議
録
第
一
二
号
二
五
頁
︶︶︒
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(

)

宮
内
公
文
書
館
設
置
規
程
︵
平
成
二
二
年
四
月
一
日
宮
内
庁
訓
令
第
四
号
︶︒
図
書
寮

23文
庫
設
置
規
程
︵
平
成
二
二
年
四
月
一
日
宮
内
庁
訓
令
第
五
号
︶︒

(

)

公
文
書
管
理
法
附
則
第
一
条
︒
公
文
書
等
の
管
理
に
関
す
る
法
律
の
施
行
期
日
を
定
め

24る
政
令
︵
平
成
二
二
年
一
二
月
二
二
日
政
令
第
二
四
九
号
︶︒

(

)

公
文
書
管
理
法
施
行
令
第
二
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
項
︒

25(

)

平
成
二
三
年
三
月
三
一
日
宮
内
庁
告
示
第
三
号
︒
指
定
の
施
行
日
は
︑
平
成
二
三
年
四

26月
一
日
︒

(

)

公
文
書
管
理
法
第
二
条
第
三
項
第
二
号
︒

27(

)

公
文
書
管
理
法
施
行
令
第
三
条
︒

28(

)

公
文
書
管
理
法
第
二
条
第
四
項
第
三
号
︒

29(

)

平
成
二
三
年
三
月
三
〇
日
内
閣
府
告
示
第
一
四
号
︒
指
定
の
施
行
日
は
︑
平
成
二
三
年

30四
月
一
日
︒

(

)

公
文
書
管
理
法
第
二
条
第
三
項
第
一
号
︒

31(

)

公
文
書
管
理
法
施
行
令
第
二
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
二
項
︒
平
成
二
三
年
三
月
二
二

32日
外
務
省
告
示
第
八
四
号
︒
指
定
の
施
行
日
は
︑
平
成
二
三
年
四
月
一
日
︒

(

)

h
ttp
://w
w
w
.k
u
n
aich
o.g
o.jp
/k
u
n
aich
o/sh
in
sei/p
d
f/k
ob
u
n
sh
ok
an
-

33riy
ou
k
isok
u
.p
d
f
(平
成
二
四
年
三
月
三
一
日
現
在
︶︒

(

)

h
ttp
://w
w
w
.k
u
n
aich
o.g
o.jp
/k
u
n
aich
o/sh
in
sei/p
d
f/k
ob
u
n
sh
ok
an
-

34riy
ou
saisok
u
.p
d
f
(平
成
二
四
年
三
月
三
一
日
現
在
︶︒

(

)

公
文
書
管
理
法
第
一
九
条
︒
公
文
書
管
理
法
施
行
令
第
二
四
条
︒
宮
内
公
文
書
館
利
用

35等
規
則
第
一
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項
︑
第
一
八
条
並
び
に
第
一
九
条
︒

(

)

公
文
書
管
理
法
第
一
五
条
第
四
項
︒
公
文
書
管
理
法
施
行
令
第
一
九
条
︒

36(

)

h
ttp
://sh
ory
ob
u
.k
u
n
aich
o.g
o.jp
/in
folib
/m
eta_p
u
b
/G
0000002k
u
n
aich
o
(平
成

37二
四
年
三
月
三
一
日
現
在
︶︒

(

)

公
文
書
管
理
法
第
一
六
条
第
一
項
︒
宮
内
公
文
書
館
利
用
等
規
則
第
一
〇
条
︒

38(

)

公
文
書
管
理
法
第
一
五
条
第
一
項
︒

39(

)

同
法
第
一
六
条
第
一
項
︒

40

(

)

公
文
書
管
理
法
第
二
一
条
第
一
項
︒

41(

)

公
文
書
管
理
法
第
二
八
条
第
一
項
︒

42(

)

同
法
第
二
一
条
第
二
項
︒

43(

)

｢国
立
公
文
書
館
等
は
︑
特
定
歴
史
公
文
書
等
を
保
存
し
︑
一
般
の
利
用
に
供
す
る
こ

44と
が
本
来
の
役
割
で
あ
り
︑
保
存
や
閲
覧
の
た
め
の
施
設
や
体
制
が
整
っ
て
い
る
た
め
︑
特

定
歴
史
公
文
書
等
を
閲
覧
さ
せ
る
こ
と
に
つ
い
て
新
た
な
費
用
が
発
生
す
る
も
の
で
は
な
い
︒

従
っ
て
︑
利
用
者
に
費
用
負
担
を
課
す
必
要
が
な
い
た
め
︑
閲
覧
に
関
し
て
は
手
数
料
を
徴

収
し
な
い
こ
と
と
し
て
い
る
︒﹂︵
浅
井
ほ
か
・
前
掲
書
�
�
袞
�
�
頁
︶︒

(

)

同
法
第
二
〇
条
︒
公
文
書
管
理
法
施
行
令
第
二
五
条
︒
宮
内
公
文
書
館
利
用
等
規
則
第

45一
九
条
第
三
項
及
び
別
表
並
び
に
第
二
〇
条
︒

(

)

同
規
則
第
一
八
条
第
二
項
︒
宮
内
公
文
書
館
利
用
細
則
第
七
条
︒

46(

)

公
文
書
管
理
法
第
二
三
条
︒

47(

)

宮
内
公
文
書
館
利
用
等
規
則
第
二
二
条
第
一
項
︒
宮
内
公
文
書
館
利
用
細
則
第
一
一
条
︒

48(

)

同
細
則
第
一
二
条
︒

49(

)

同
細
則
第
七
条
︒

50(

)

同
細
則
第
一
三
条
及
び
第
一
四
条
︒

51(

)

同
細
則
第
第
一
五
条
及
び
第
一
六
条
︒

52(

)

｢角
筆
記

大
正
一
〇
年
写
﹂︵
識
別
番
号
三
四
三
一
三
︶︒

53(

)

｢禁
中
御
講
釈
始
会
図

明
治
二
年
﹂︵
識
別
番
号
七
二
〇
〇
一
︶︒

54(

)

｢儀
式
祭
典
録

明
治
二
三
年
﹂︵
識
別
番
号
一
六
〇
︶︒﹁
同

明
治
三
八
年
﹂︵
識
別

55番
号
一
七
二
︶︒

(

)

｢皇
室
令
録
二

大
正
一
五
年
﹂︵
識
別
番
号
一
三
〇
六
〇
／
二
︶︒

56(

)

｢君
徳
培
養
之
事
書
翰
日
記
等
抄
出

大
正
七
年
写
﹂︵
識
別
番
号
三
四
三
一
二
︶︒

57(

)

｢参
考
史
料
雑
纂
九
三

大
正
五
袞
一
二
年
写
﹂︵
識
別
番
号
三
五
二
五
五
︶︒

58(

)

｢帝
室
例
規
類
纂
七

明
治
二
年
﹂︵
識
別
番
号
二
三
三
四
三
／
七
︶︒

59(

)

｢侍
講
日
記

明
治
一
〇
年
﹂︵
識
別
番
号
二
四
五
〇
六
︶︒

60(

)

｢小
笠
原
子
爵
家
文
書

昭
和
三
年
写
﹂︵
識
別
番
号
三
四
四
三
八
︶︒

61
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(

)

｢行
啓
録
一
二

明
治
四
〇
年
﹂︵
識
別
番
号
三
〇
三
四
五
／
平
一
九
侍
六
一
〇
︶︒

62(

)

｢皇
太
子
殿
下
欧
米
御
巡
遊
録
二

大
正
一
〇
年
﹂︵
識
別
番
号
九
〇
四
五
／
二
︶︒
簿

63冊
名
と
は
異
な
り
︑
皇
太
子
裕
仁
親
王
は
︑
こ
の
時
実
際
に
は
米
国
を
御
訪
問
に
は
な
ら
な

か
っ
た
︒

(

)

宮
内
庁
書
陵
部
編
修
課
・
宮
内
庁
書
陵
部
図
書
課
宮
内
公
文
書
館
編
集
﹃
特
別
展
示
会

64目
録

皇
室
と
御
修
学
﹄︵
宮
内
庁
書
陵
部
︑
平
成
二
三
年
︶
に
︑
出
陳
さ
れ
た
公
文
書
の

写
真
と
解
説
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
︒

(

)

｢土
地
建
物
録

明
治
四
三
年
﹂︵
識
別
番
号
四
〇
三
四
︶︒

65(

)

｢帝
国
議
会
録
一

明
治
二
三
年
﹂︵
識
別
番
号
一
七
七
四
／
一
︶︒

66(

)

｢幸
啓
録
二

明
治
八
年
﹂︵
識
別
番
号
六
／
二
︶︒﹁
同
三

明
治
一
四
年
﹂︵
識
別
番

67号
一
二
／
三
﹂︒

(

)

｢儀
式
録
二

明
治
五
年
﹂︵
識
別
番
号
一
六
一
二
／
二
︶︒

68(

)

｢帝
室
例
規
類
纂
稿
本
四

明
治
二
一
年
／
典
礼
門
﹂︵
識
別
番
号
二
三
三
八
二
／
四
︶

69(

)

｢帝
室
例
規
類
纂
五

明
治
元
年
﹂︵
識
別
番
号
二
三
三
四
二
／
五
︶
所
収
︒

70(

)

宮
内
庁
書
陵
部
・
宮
内
庁
三
の
丸
尚
蔵
館
編
集
﹃
特
別
展

皇
室
の
文
庫

書
陵
部
の

71名
品
﹄︵
三
の
丸
尚
蔵
館
特
別
展
図
録
︶︵
財
団
法
人
菊
葉
文
化
協
会
︑
平
成
二
二
年
︶
四
五

頁
以
下
に
︑
出
陳
さ
れ
た
公
文
書
の
写
真
と
解
説
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
︒

(

)

石
塚
一
雄
﹁
内
大
臣
・
宮
中
顧
問
官
・
内
大
臣
府
・
宮
内
省
文
書
﹂︵﹃
日
本
古
文
書
学

72講
座

第
九
巻

近
代
編
Ｉ
﹄︵
雄
山
閣
出
版
︑
昭
和
五
四
年
︶
六
九
頁
︶
八
三
頁
以
下
に
︑

宮
内
省
の
公
文
書
の
う
ち
代
表
的
な
も
の
の
簡
潔
な
紹
介
が
あ
る
︒

(

)

｢旧
皇
室
典
範
︑
こ
れ
に
つ
き
ま
し
て
は
旧
憲
法
下
に
お
き
ま
し
て
法
律
と
は
異
な
る

73法
体
系
に
属
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
︒
い
わ
ば
独
立
し
た
宮
務
法
と
い
う
範

疇
︑
体
系
に
属
し
て
い
た
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
︒
ま
た
︑
今
お
尋
ね
の
登
極
令
等
の
皇
室
令

も
旧
皇
室
典
範
の
法
体
系
に
属
し
て
い
た
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
︒﹂︵
参
議
院
内
閣
委
員
会

︵
平
成
二
年
五
月
二
四
日
︶
に
お
け
る
工
藤
敦
夫
政
府
委
員
︵
内
閣
法
制
局
長
官
︶
の
答
弁

︵
第
一
一
八
回
国
会
参
議
院
内
閣
委
員
会
会
議
録
第
三
号
二
頁
︶︶︒

(

)

公
式
令
︵
明
治
四
〇
年
二
月
一
日
勅
令
第
六
号
︶
第
五
条
︒

74

(

)

宮
内
省
官
制
︵
明
治
四
〇
年
一
一
月
一
日
皇
室
令
第
三
号
︶
第
一
条
︒
宮
内
省
官
制

75︵
大
正
一
〇
年
一
〇
月
七
日
皇
室
令
第
七
号
︶
第
一
条
︒

(

)

宮
内
省
官
制
︵
明
治
四
〇
年
皇
室
令
第
三
号
︶
第
三
条
︒
宮
内
省
官
制
︵
大
正
一
〇
年

76皇
室
令
第
七
号
︶
第
三
条
︒

(

)

｢皇
室
令
録
一

明
治
四
〇
年
﹂︵
識
別
番
号
一
三
〇
四
〇
／
一
︶
等
︒

77(

)

｢憲
法
関
係
書
・
皇
室
典
範
並
同
増
補
一

明
治
二
二
年
﹂︵
識
別
番
号
二
六
三
二
八
／

78一
︶︒

(

)

伊
藤
博
文
﹃
帝
国
憲
法
皇
室
典
範
義
解
﹄︵
国
家
学
会
蔵
版
︶
第
一
六
版
︵
丸
善
︑
昭

79和
一
〇
年
︶
一
三
三
頁
︒

(

)

｢憲
法
関
係
書
・
皇
室
典
範
並
同
増
補
三

明
治
二
二
年
﹂︵
識
別
番
号
二
六
三
二
八
／

80三
︶︒

(

)

宮
内
省
官
制
︵
明
治
四
〇
年
皇
室
令
第
三
号
︶
第
三
八
条
第
二
号
及
び
第
三
号
︒
宮
内

81省
官
制
︵
大
正
一
〇
年
皇
室
令
第
七
号
︶
第
一
七
条
第
二
号
︒

(

)

｢儀
式
録
一

昭
和
五
年
﹂︵
識
別
番
号
七
三
五
七
／
一
︶
等
︒

82(

)

｢新
年
祝
賀
の
儀

昭
和
四
〇
年
﹂︵
識
別
番
号
三
〇
五
八
九
／
平
二
一
式
一
〇
五
︶
等
︒

83(

)

｢授
与
式
録

明
治
一
八
年
﹂︵
識
別
番
号
一
八
九
一
︶
等
︒

84(

)

｢謁
見
録

明
治
二
六
年
﹂︵
識
別
番
号
一
七
三
九
︶
等
︒

85(

)

｢捧
呈
式
録
一

昭
和
四
七
年
﹂︵
識
別
番
号
三
〇
六
四
四
／
平
二
一
式
一
六
〇
︶
等
︒

86(

)

｢北
陸
東
海
御
巡
幸
録
一

明
治
一
一
年
﹂︵
識
別
番
号
二
〇
四
九
／
一
︶
等
︒

87(

)

｢幸
啓
録
一

明
治
四
二
年
﹂︵
識
別
番
号
四
〇
／
一
︶
等
︒

88(

)

｢宣
召
録

大
正
四
年
﹂︵
識
別
番
号
二
五
九
︶
等
︒

89(

)

｢観
桜
会
録
一

明
治
二
七
年
﹂︵
識
別
番
号
一
八
一
一
／
一
︶
等
︒

90(

)

｢観
菊
会
録
一

明
治
二
三
年
﹂︵
識
別
番
号
一
八
五
〇
／
一
︶
等
︒

91(

)

｢園
遊
会
録
一

昭
和
二
八
年
﹂︵
識
別
番
号
三
〇
五
一
五
／
平
二
一
式
三
一
︶
等
︒

92(

)

｢新
年
一
般
参
賀
録

昭
和
五
〇
年
度
﹂︵
識
別
番
号
四
四
三
四
一
︶
等
︒

93(

)

｢天
皇
誕
生
日
一
般
参
賀
録

昭
和
五
〇
年
度
﹂︵
識
別
番
号
四
四
三
四
四
︶
等
︒

94(

)

｢恩
賜
録
一

明
治
四
二
年
﹂︵
識
別
番
号
二
二
〇
／
一
︶
等
︒

95
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(

)

｢外
国
差
遣
録
一

大
正
五
年
﹂︵
識
別
番
号
八
一
七
四
︶
等
︒

96(

)

｢皇
太
子
殿
下
欧
米
御
巡
遊
録
一

大
正
一
〇
年
﹂︵
識
別
番
号
九
〇
四
五
／
一
︶
等
︒

97(

)

｢外
賓
参
内
録

明
治
二
三
年
﹂︵
識
別
番
号
一
九
四
二
︶
等
︒

98(

)

｢外
賓
接
待
録

明
治
四
一
年
﹂︵
識
別
番
号
七
六
八
一
︶
等
︒

99(

)

｢外
交
雑
録
一

昭
和
一
〇
年
﹂︵
識
別
番
号
乙
一
二
三
四
／
一
︶
等
︒

100(

)

｢外
交
慶
弔
録
一

昭
和
一
〇
年
﹂︵
識
別
番
号
八
二
三
五
／
一
︶
等
︒

101(

)

羽
毛
田
信
吾
﹁
序
文
﹂︵
財
団
法
人
菊
葉
文
化
協
会
編
﹃
平
成
の
宮
中
歌
会
始

天
皇

102陛
下
御
即
位
二
十
年
記
念
出
版
﹄︵
日
本
放
送
出
版
協
会
︑
平
成
二
一
年
︶︶
四
袞
五
頁
︒

(

)

｢雅
楽
録

明
治
二
〇
年
﹂︵
識
別
番
号
一
一
三
六
三
︶
等
︒

103(

)

｢正
倉
院
御
物
目
録

大
正
一
三
年
﹂︵
識
別
番
号
七
〇
九
三
七
︶
等
︒

104(

)

｢図
書
録

明
治
一
九
年
﹂︵
識
別
番
号
乙
二
七
〇
︶
等
︒

105(

)

皇
室
財
産
令
︵
明
治
四
三
年
一
二
月
二
四
日
皇
室
令
第
三
三
号
︶
第
一
条
︒

106(

)

大
日
本
帝
国
憲
法
第
六
六
条
︒
皇
室
典
範
︵
明
治
二
二
年
制
定
︶
第
四
七
条
︒

107(

)

｢御
料
ヨ
リ
生
ズ
ル
収
入
ノ
外
皇
室
ノ
経
費
ニ
充
ツ
ル
ガ
為
ニ
国
庫
ヨ
リ
毎
年
定
額
ノ

108皇
室
経
費
ヲ
支
出
ス
︒﹂︵
美
濃
部
達
吉
﹃
憲
法
撮
要
﹄
改
訂
第
五
版
︵
有
斐
閣
︑
昭
和
八

年
︶
二
六
七
頁
︶︒

｢従
来
皇
室
経
済
に
関
し
ま
す
る
事
柄
は
帝
国
憲
法
︑
皇
室
典
範
︑
皇
室
財
産
令
等
に

色
々
散
ら
ば
っ
て
規
定
さ
れ
て
居
り
ま
し
て
︑
其
の
現
実
の
運
営
も
︑
国
の
方
か
ら
申
し
ま

す
る
と
︑
単
に
年
々
定
額
の
皇
室
経
費
を
支
出
す
る
だ
け
で
あ
り
ま
し
て
︑
皇
室
の
全
体
の

経
済
自
身
は
︑
国
の
経
済
と
は
全
く
別
の
も
の
で
あ
り
ま
し
て
︑
詰
り
政
府
と
皇
室
と
の
関

係
は
︑
四
百
五
十
万
円
と
云
ふ
供
出
金
の
関
係
に
依
つ
て
連
絡
は
さ
れ
て
居
り
ま
す
る
け
れ

ど
も
︑
皇
室
経
済
と
し
て
は
全
く
独
立
の
も
の
と
さ
れ
て
来
た
訳
で
あ
り
ま
す
る
﹂︵
帝
国

議
会
貴
族
院
皇
室
経
済
法
案
特
別
委
員
会
︵
昭
和
二
一
年
一
二
月
二
一
日
︶
に
お
け
る
金
森

徳
次
郎
国
務
大
臣
の
答
弁
︵
第
九
一
回
帝
国
議
会
貴
族
院
皇
室
経
済
法
案
特
別
委
員
会
議
事

速
記
録
第
一
号
一
頁
︶︶︒

(

)

｢皇
室
ノ
会
計
ハ
専
ラ
皇
室
ノ
自
治
ニ
依
リ
︑
政
府
︑
議
会
又
ハ
会
計
検
査
院
ノ
関
与

109
ス
ル
所
ニ
非
ズ
︒﹂︵
美
濃
部
・
前
掲
書
二
六
七
頁
︶︒

(

)

皇
室
財
産
令
第
七
条
︒

110(

)

｢世
伝
御
料
土
地
台
帳
宮
城
御
所
離
宮
正
倉
院
宝
庫

大
正
九
年
﹂︵
識
別
番
号
二
六
六

111八
二
︶
等
︒

(

)

伊
藤
・
前
掲
書
一
七
二
頁
︒

112(

)

皇
室
典
範
︵
前
掲
︶
第
四
五
条
︒

113(

)

皇
室
財
産
令
第
五
条
︒

114(

)

｢経
済
会
議
録
一

大
正
六
年
﹂︵
識
別
番
号
二
一
七
六
四
／
一
︶
等
︒

115(

)

皇
室
会
計
令
︵
明
治
四
五
年
七
月
一
〇
日
皇
室
令
第
二
号
︶
第
三
九
条
及
び
第
四
〇
条
︒

116皇
室
財
産
令
第
九
条
及
び
第
八
一
条
︒

(

)

｢会
計
予
算
決
算
録

昭
和
一
〇
年
﹂︵
識
別
番
号
二
〇
六
八
五
︶
等
︒

117(

)

皇
室
会
計
令
第
四
五
条
︑
第
四
六
条
及
び
第
四
七
条
︒

118(

)

日
本
国
憲
法
︵
昭
和
二
一
年
一
一
月
三
日
公
布
︶
第
八
八
条
︒

119(

)

同
条
︒

120(

)

財
政
法
︵
昭
和
二
二
年
三
月
三
一
日
法
律
第
三
四
号
︶
第
二
一
条
︑
第
二
七
条
︑
第
三

121九
条
︑
第
四
〇
条
等
︒

(

)

皇
室
経
済
法
︵
昭
和
二
二
年
一
月
一
六
日
法
律
第
四
号
︶
第
一
条
第
一
項
︒
国
有
財
産

122法
︵
昭
和
二
三
年
六
月
三
〇
日
法
律
第
七
三
号
︶
第
三
条
第
二
項
第
三
号
︒

(

)

国
有
財
産
法
︵
大
正
一
〇
年
四
月
八
日
法
律
第
四
三
号
︶
第
二
五
条
︒
国
有
財
産
法
施

123行
令
︵
大
正
一
一
年
一
月
二
八
日
勅
令
第
一
五
号
︶
第
三
〇
条
︑
第
三
一
条
等
︒
国
有
財
産

法
︵
昭
和
二
三
年
法
律
第
七
三
号
︶
第
三
二
条
︒
国
有
財
産
法
施
行
令
︵
昭
和
二
三
年
八
月

二
〇
日
政
令
第
二
四
六
号
︶
第
二
〇
条
等
︒

(

)

｢昭
和
五
五
年
度
皇
室
費
一
般
会
計
歳
出
予
算
各
目
明
細
書
﹂︵
識
別
番
号
四
四
〇
一

124六
︶
等
︒

(

)

｢昭
和
五
四
年
度
皇
室
費
歳
出
決
算
報
告
書
・
昭
和
五
四
年
度
総
理
府
所
管
歳
出
決
算

125報
告
書
︵
宮
内
庁
︶﹂︵
識
別
番
号
四
四
〇
一
一
︶︒

(

)

｢国
有
財
産
台
帳
︵
一
般
会
計
所
属

皇
室
用
財
産
︵
皇
居
一
︶︶
昭
和
二
二
袞
三
四

126年
﹂︵
識
別
番
号
三
一
三
〇
六
／
平
二
二
管
二
八
〇
︶
等
︒
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(

)

｢工
事
録
一

明
治
一
九
年
﹂︵
識
別
番
号
三
九
七
二
／
一
︶
等
︒

127(

)

｢陵
墓
は
︑
国
有
財
産
法
上
︑
皇
室
用
財
産
と
し
て
︑
皇
室
の
用
に
供
せ
ら
れ
る
も
の

128と
し
て
宮
内
庁
が
管
理
を
し
て
お
り
ま
す
︒
ま
た
︑
陵
墓
は
︑
現
に
皇
室
に
お
い
て
祭
祀
が

継
続
し
て
行
わ
れ
て
い
る
︑
ま
た
︑
皇
室
と
国
民
の
追
慕
尊
崇
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
︑
そ

う
い
う
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
の
で
︑
そ
う
い
っ
た
点
か
ら
︑
陵
墓
の
静
安
と
尊
厳
の
保
持
︑

こ
れ
が
最
も
重
要
な
こ
と
で
あ
る
と
い
う
ふ
う
に
考
え
て
お
り
ま
す
︒﹂︵
衆
議
院
内
閣
委
員

会
︵
平
成
二
一
年
六
月
二
四
日
︶
に
お
け
る
本
田
清
隆
政
府
参
考
人
︵
宮
内
庁
書
陵
部
長
︶

の
答
弁
︵
第
一
七
一
回
国
会
衆
議
院
内
閣
委
員
会
議
録
第
一
五
号
一
八
頁
︶︶︒

(

)

｢陵
墓
地
録
一

明
治
三
五
年
﹂︵
識
別
番
号
二
四
三
二
／
一
︶
等
︒

129(

)

平
成
二
〇
年
二
月
二
九
日
付
け
内
閣
官
房
長
官
決
裁
﹁
公
文
書
管
理
の
在
り
方
等
に
関

130す
る
有
識
者
会
議
の
開
催
に
つ
い
て
﹂
に
よ
り
開
催
︒
h
ttp
://w
w
w
.cas.g
o.jp
/jp
/seisa

k
u
/k
ou
b
u
n
/k
on
k
y
o.p
d
f
(平
成
二
四
年
三
月
三
一
日
現
在
︶︒

(

)

公
文
書
管
理
の
在
り
方
等
に
関
す
る
有
識
者
会
議
最
終
報
告
﹁﹁
時
を
貫
く
記
録
と
し

131て
の
公
文
書
管
理
の
在
り
方
﹂
～
今
︑
国
家
事
業
と
し
て
取
り
組
む
～
﹂︵
平
成
二
〇
年
一

一
月
四
日
︶
h
ttp
://w
w
w
.cas.g
o.jp
/jp
/seisak
u
/k
ou
b
u
n
/h
ok
ok
u
.p
d
f
(平
成
二
四
年
三

月
三
一
日
現
在
︶︒

(

)

同
最
終
報
告
一
頁
︒

132(

)

宮
内
公
文
書
館
利
用
等
規
則
も
︑﹁
館
は
︑
特
定
歴
史
公
文
書
等
の
デ
ジ
タ
ル
画
像
の

133情
報
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
に
よ
り
公
開
す
る
こ
と
等
の
方
法
に
よ
り
︑
積
極
的
に
一

般
の
利
用
に
供
す
る
も
の
と
す
る
︒﹂
と
の
目
標
を
掲
げ
て
い
る
︵
第
二
二
条
第
二
項
︶︒

（ 55 ）

写
真
①

皇
室
令
録
一

明
治
四
〇
年
︵
識
別
番
号
一
三
〇
四
〇
／
一
︶



（ 56 ）

写
真
②

大
日
本
帝
国
憲
法
︵
憲
法
関
係
書
・
皇
室
典
範
並
同
補
遺
一

明
治
二
二
年

︵
識
別
番
号
二
六
三
二
八
／
一
︶︶

写
真
③

皇
室
典
範
︵
憲
法
関
係
書
・
皇
室
典
範
並
増
補
三

明
治
二
二
年
︵
識
別
番
号

二
六
三
二
八
／
三
︶︶



（ 57 ）

写
真
④

儀
式
録
一

昭
和
五
年
︵
識
別
番
号
七
三
五
七
／
一
︶


